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５ 笠岡市こども計画策定にあたってのアンケート調

査結果 

（１）調査概要 

○調査対象者 ：笠岡市在住もしくは笠岡市に通勤・通学の 15～39 歳 

○調査期間 ：令和７年６月１日～令和７年７月７日まで 

○調査方法 ：市 HP，SNS，広報等による周知，WEB 回答フォームによる回答 
 

■回収結果 

回答者数 
872 件 

（うち 18 歳以下 720 件） 
 

（２）調査結果 

①自分自身について 

自分自身にあてはまることとして，「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」の割

合が高いのは「自分の親（保護者）から愛されていると思う」で 94.6％，「きまりやルール

をきちんと守るほうだ」で 92.2％，「人生で起こることは，自分自身が努力や選択をした結

果生じるものだ」で 91.2％となっています。 

■自分自身について 

  

59.1

22.6

43.9

44.8

63.2

60.8

37.3

50.6

74.1

32.5

35.4

36.9

20.4

41.2

26.8

23.1

29.4

27.6

31.0

35.6

28.0

31.4

35.1

34.1

20.5

30.8

30.0

36.0

23.7

27.4

29.1

24.3

8.0

32.3

15.8

15.5

5.8

6.0

19.3

10.3

3.2

28.7

26.6

20.1

35.0

19.2

24.9

31.4

3.6

17.4

9.3

4.1

3.0

1.8

8.4

5.0

2.2

8.0

7.9

7.0

20.9

12.3

19.2

21.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a) 自分には自分らしさというものがあ

ると思う

b) 自分の欲しいものをがまんすること

が苦手だ

c) 今の自分を変えたいと思う

d) 将来よりも今の生活を楽しみたい

e) 人生で起こることは，自分自身が努

力や選択をした結果生じるものだ

f) きまりやルールをきちんと守るほうだ

g) 今の自分が好きだ

h) 自分にはいいところがある

i) 自分の親（保護者）から愛されている

と思う

j) どんなことでも積極的なほうだ

k) 自分の考えをはっきり相手に伝える

ことができる

l) 自分は社会のために役に立つことが

できると思う

m) 自分はキレやすいと思う

n) 小さなことですぐ落ち込んでしまう

o) 人付き合いが苦手だ

p) 自信を持ってやれることがない

n=872

あてはまる どちらかといえばあてはまる どちらかといえばあてはまらない あてはまらない
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今の自分が好きかどうかで比較すると，「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」

を合わせた割合は，「自分は社会のために役に立つことができると思う」「自分にはいいと

ころがある」「どんなことでも積極的なほうだ」で特に差が大きくなっています。 

■今の自分が好きか×自分自身について（「あてはまる」+「どちらかといえばあてはまる」） 

 

  

95.2 

50.7 

69.5 

84.0 

94.1 

94.8 

95.7 

97.9 

73.2 

74.5 

84.3 

42.2 

64.3 

50.1 

38.5 

70.6 

48.9 

88.8 

70.9 

83.4 

85.4 

55.6 

85.9 

37.4 

41.9 

43.1 

49.4 

79.6 

71.4 

70.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a) 自分には自分らしさというものが

あると思う

b) 自分の欲しいものを

がまんすることが苦手だ

c) 今の自分を変えたいと思う

d) 将来よりも今の生活を楽しみたい

e) 人生で起こることは，

自分自身が努力や選択をした結果生じるものだ

f) きまりやルールをきちんと守るほうだ

h) 自分にはいいところがある

i) 自分の親（保護者）から愛されていると思う

j) どんなことでも積極的なほうだ

k) 自分の考えをはっきり相手に

伝えることができる

l) 自分は社会のために役に立つことが

できると思う

m) 自分はキレやすいと思う

n) 小さなことですぐ落ち込んでしまう

o) 人付き合いが苦手だ

p) 自信を持ってやれることがない

今の自分が好き

n=631

今の自分が好き

ではない n=241
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②結婚・こどもに関する希望 

回答者の多くが高校生年代であることから，結婚の状況については未婚者が約９割を占

めています。 

結婚の希望については，現在結婚したことがない人のうち 52.0％が「結婚したい」，8.6％

が「結婚したくない」，39.4％が「わからない」となっています。 

今の自分が好きかどうかで比較すると，自己肯定感が高い（今の自分が好きだと思える）

層では，そうでない層と比較して「結婚したい」の割合が高くなっています。 

■結婚の状況 

 

■【結婚したことがない方対象】結婚の希望 

 

■今の自分が好きか×【結婚したことがない方対象】結婚の希望 

 

  

11.1 0.7 88.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(SA) n=872

結婚している 結婚したことはあるが，今はそうではない(離婚または死別した) 結婚したことがない

52.0 8.6 39.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(SA) n=769

結婚したい 結婚したくない わからない

52.0 

55.7 

43.0 

8.6 

7.3 

11.8 

39.4 

37.0 

45.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=769

今の自分が好き n=548

今の自分が好きではない

n=221

結婚したい 結婚したくない わからない 無回答
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将来のこどもの希望について，「こどもをもちたいと思う」が 50.0％，「こどもをもちた

いと思わない」が 13.0％，「わからない」が 28.8％となっています。 

自己肯定感が高い（今の自分が好きだと思える）層では，そうでない層と比較してこど

もをもちたいと思う割合が高くなっており，自分のことを好きでいられるかどうかがライ

フプランの希望にも影響すると考えられます。 

■自分がこどもをもつことについて 

 

 

■今の自分が好きか×自分がこどもをもつことについて 

 

結婚を希望する人のうち約８割がこどもをもつことを希望しています。割合としては多

くはありませんが，結婚はしたいがこどもはもちたくない，という希望も一部みられます。 

■結婚の希望×自分がこどもをもつことについて 

 

  

50.0 13.0 28.8 8.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(SA) n=872

こどもをもちたいと思う こどもをもちたいと思わない わからない すでにこどもがいる

50.0 

53.9 

39.8 

13.0 

11.1 

17.8 

28.8 

26.5 

34.9 

8.3 

8.6 

7.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=872

今の自分が好き n=631

今の自分が好きではない

n=241

こどもをもちたいと思う こどもをもちたいと思わない わからない すでにこどもがいる 無回答

52.4 

84.3 

6.1 

20.5 

14.7 

3.8 

83.3 

14.2 

32.5 

11.8 

9.1 

65.0 

0.4 

0.3 

1.5 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=769

結婚したい n=400

結婚したくない n=66

わからない n=303

こどもをもちたいと思う こどもをもちたいと思わない わからない すでにこどもがいる 無回答
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「少子化」「妊娠」「出産」「育児」について事前に知っておきたいことについて，すでに

こどもがいる人ではほとんどの項目が他と比較して高い割合となっていますが，その中で

も「子育てと仕事の両立について」「子育て支援施策の情報」の割合が高く，今後こどもを

希望する人との割合の差も大きくなっています。これらの情報について，子育て世帯だけ

でなく，これからこどもをもつ可能性のある若年層に対しても周知を行うことが重要です。 

■こどもの希望×「少子化」「妊娠」「出産」「育児」について事前に知っておきたいこと 

 

  

全体
n=872

こどもをもちたい
と思う n=436

こどもをもちたい
と思わない n=113

わからない n=251
すでにこどもがい
るn=72

少子化の現状（出生数などの統計） 27.1 27.5 22.1 30.7 19.4

妊娠・出産の適齢期やその理由（身体面など） 22.0 26.1 9.7 16.3 36.1

妊娠・出産に伴う女性の体の変化,生活の変化 27.5 32.6 15.9 18.7 45.8

子育ての楽しさ,やりがい等 31.7 36.5 18.6 26.3 41.7

子育てと仕事の両立について 39.2 43.1 24.8 31.9 63.9

育児における男女の役割分担,協力の工夫 24.7 27.8 16.8 18.7 38.9

子育て支援施策の情報 26.6 28.7 15.0 18.3 61.1

特に知りたいと思うことはない 15.1 8.7 35.4 18.3 11.1

知りたいとは思うが,特に思いつかない 16.5 15.8 15.0 21.9 4.2

その他 0.8 0.7 - 0.8 2.8
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③居場所について 

居場所となっている場所について「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせた

割合は，「自分の部屋」が 92.1％で最も高く，次いで「家庭（実家や親族の家を含む）」が

91.9％，「地域（現在住んでいる場所やそこにある施設など）」が 82.5％で続いています。 

■次の場所は自分にとっての居場所となっていると思うか 

 

インターネット空間を居場所と感じる割合について，年代別で比較すると，年齢が低い

層では居場所と感じる割合が高い傾向がみられます。 

■年代×インターネット空間は自分にとっての居場所となっていると思うか 

 

  

81.0

73.4

46.9

14.6

48.1

55.2

11.1

18.5

31.0

7.9

34.4

26.4

1.3

4.6

10.4

3.2

6.7

8.3

1.4

2.2

7.2

2.8

5.5

5.4

5.3

1.4

4.5

71.6

5.4

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a) 自分の部屋

b) 家庭（実家や親族の家を含む）

c) 学校（卒業した学校を含む）

d) 職場（過去の職場を含む）

e) 地域（現在住んでいる場所やそ

こにある施設など）

f) インターネット空間（SNS，

YouTubeやオンラインゲームなど）

n=872

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない あてはまるものはない，わからない

55.2 

58.2 

71.1 

43.1 

34.7 

26.4 

25.7 

18.4 

37.3 

28.7 

8.3 

7.2 

2.6 

9.8 

16.8 

5.4 

4.5 

5.3 

2.0 

12.9 

4.8 

4.4 

2.6 

7.8 

6.9 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=872

18歳未満 n=682

18～19歳 n=38

20代 n=51

30代 n=101

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない あてはまるものはない，わからない 無回答
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今の自分が好きかどうかで比較すると，「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を合

わせた割合の差が大きいのは「家庭（実家や親族の家を含む）」「学校（卒業した学校を含

む）」「地域（現在住んでいる場所やそこにある施設など）」となっています。 

■今の自分か好きか×自分にとっての居場所となっていると思う割合 

 

  

83.2

75.1

80.2

55.6

53.9

28.6

17.3

7.5

53.2

34.4

56.6

51.5

9.8

14.5

15.1

27.4

29.8

34.0

8.6

6.2

33.0

38.2

25.8

27.8

1.0

2.1

3.3

7.9

7.0

19.5

3.0

3.7

5.9

8.7

8.2

8.3

1.1

2.1

0.6

6.2

5.4

12.0

2.2

4.1

2.9

12.4

4.9

6.6

4.9

6.2

0.8

2.9

4.0

5.8

68.9

78.4

5.1

6.2

4.4

5.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今の自分が好き n=631

今の自分が好きではない n=241

今の自分が好き n=631

今の自分が好きではない n=241

今の自分が好き n=631

今の自分が好きではない n=241

今の自分が好き n=631

今の自分が好きではない n=241

今の自分が好き n=631

今の自分が好きではない n=241

今の自分が好き n=631

今の自分が好きではない n=241

n=872

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない あてはまるものはない，わからない

自分の部屋

家庭

（実家や親族

の家を含む）

学校

（卒業した

学校含む）

職場

（過去の職場

含む）

地域
（住んでいる場所

やそこにある施設）

インターネット空間

（SNSやオンライン

ゲームなど）
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居場所が十分あると思う割合は約８割となっています。 

年代別にみると，年齢層が高いほど十分あると思う割合が低くなる傾向がみられます。 

■自分にとって「居場所」だと感じるところが十分あると思うか 

 

■年代×自分にとって「居場所」だと感じるところが十分あると思うか 

 

今の自分が好きかどうかで比較すると，今の自分が好きではない層では，居場所が十分

ではないと感じる割合が高くなっています。特に家庭や学校，地域において居場所と感じ

にくい傾向がうかがえることから，こうした層にとって居場所となり得る場所を整備する

ことが求められます。 

■今の自分か好きか×自分にとって「居場所」だと感じるところが十分あると思うか 

 

  

80.5 15.7

1.4

2.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(SA) n=872

十分あると感じる 少しはあるが，十分ではないと感じる まったく居場所がないと感じる わからない

80.5 

82.3 

81.6 

80.4 

68.3 

15.7 

13.6 

15.8 

19.6 

27.7 

1.4 

1.2 

2.6 

3.0 

2.4 

2.9 

1.0 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=872

18歳未満 n=682

18～19歳 n=38

20代 n=51

30代 n=101

十分あると感じる 少しはあるが，十分ではないと感じる まったく居場所がないと感じる わからない 無回答

80.5 

88.0 

61.0 

15.7 

11.3 

27.4 

1.4 

0.2 

4.6 

2.4 

0.6 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=872

今の自分が好き n=631

今の自分が好きではない

n=241

十分あると感じる 少しはあるが，十分ではないと感じる まったく居場所がないと感じる わからない 無回答
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④手助けや相談について 

悩みや不安の相談相手について，友人や家族など，身近な人に相談する割合が高くなっ

ています。 

一方で，「相談する相手がいない」が 2.3％，「特に相談はしない」が 13.1％となってお

り，日頃から相談する先がない人が悩みや不安を抱えた際に相談できる場をつくることが

重要です。 

■悩みや不安の相談先 

 

  

63.9 

59.6 

22.5 

7.7 

17.3 

1.5 

0.8 

0.2 

3.1 

1.5 

4.5 

4.2 

7.7 

0.7 

4.2 

0.6 

0.1 

0.2 

0.7 

2.3 

13.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

友人・知人

親

兄弟姉妹

祖父母

学校の先生

保健室の先生

スクールカウンセラー

スクールソーシャルワーカー

塾や習い事の先生

インターネットのチャット・掲示板

LINE・X（旧Twitter）などのＳ

ＮＳ

交際相手

配偶者

こども

職場の同僚・上司

医療機関

市役所

ＮＰＯなど民間の相談機関の人

その他

相談する相手がいない

特に相談はしない

(MA) n=872
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悩みや不安を相談できればよかったと思った経験がある割合は約５割となっています。 

日常生活等を円滑に送ることができなかった経験について，「今までに経験があった」「ど

ちらかといえばあった」を合わせて約５割が「あった」と回答しています。 

上記２項目のクロス集計をみると，相談できればよかったと思う経験がある人において，

日常生活等を円滑に送ることができなかった経験がある割合が高くなっており，こども・

若者が悩みや不安を抱え込みにくい環境をつくることが重要と考えられます。 

■悩みや不安について，だれかに相談できれば良かった，もっと他の人に相談できれば良かったと思った経験 

 

■学校生活や社会生活，日常生活を円滑に送ることができなかった経験 

 

■相談できれば良かったと思った経験×学校生活や社会生活，日常生活を円滑に送ることができなかった経験 

 

今の自分が好きかどうかで比較すると，今の自分が好きではない層は今の自分が好きな

層と比較して，学校生活や社会生活，日常生活を円滑に送ることができなかった経験をし

ている割合が高くなっています。 

■今の自分が好きか×学校生活や社会生活，日常生活を円滑に送ることができなかった経験 

 

47.1 52.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(SA) n=872

ある ない

24.7 24.5 18.7 22.6 9.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(SA) n=872

今までに経験があった（または，現在ある） どちらかといえば，あった（ある） どちらかといえば，なかった（ない）

なかった（ない） わからない，答えられない

10.6

40.4

24.7

22.3

27.0

24.5

20.2

17.0

18.7

34.9

8.8

22.6

11.9

6.8

9.5

0.0

0.0

0.0

ないn=461

あるn=411

全体n=872

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今までに経験があった（または,現在ある） どちらかといえば,あった（ある）
どちらかといえば,なかった（ない） なかった（ない）
わからない,答えられない 無回答

24.7 

21.2 

33.6 

24.5 

22.7 

29.5 

18.7 

21.2 

12.0 

22.6 

26.8 

11.6 

9.5 

8.1 

13.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

全体 n=872

今の自分が好き n=631

今の自分が好きではない n=241

今までに経験があった（または，現在ある） どちらかといえば，あった（ある） どちらかといえば，なかった（ない）

なかった（ない） わからない，答えられない 無回答
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日常生活等を円滑に送ることができなかった原因について，分野ごとに集計したところ，

「自分自身について」の割合が高くなっています。 

今の自分が好きかどうかで比較すると，今の自分が好きではない層では「自分自身につ

いて」が９割を占めています。 

■【日常生活等を円滑に送ることができなかった経験がある人】分野別の原因 

 

■今の自分が好きか×分野別の原因 

 

「自分自身について」の内容をみると，「人づきあいが苦手」が 48.5％で最も高く，次い

で「勉強が苦手」が 33.1％，「何事も否定的に考えてしまう」が 24.0％で続いています。 

■【日常生活等を円滑に送ることができなかった経験がある人】自分自身について 

 

  

82.3 

26.3 

49.2 

19.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

自分自身について

家庭について

学校について

職場について

(MA) n=429

全体
n=429

今の自分が好き
n=277

今の自分が好き
ではない n=152

自分自身について 82.3 76.5 92.8
家庭について 26.3 23.5 31.6
学校について 49.2 45.8 55.3
職場について 19.6 19.1 20.4
無回答 9.8 13.0 3.9

48.5 

8.9 

7.2 

24.0 

33.1 

12.8 

0.0 

15.9 

0.7 

1.9 

11.4 

7.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

人づきあいが苦手

精神的な病気

身体的な病気・ケガ

何事も否定的に考えてしまう

勉強が苦手

ゲーム・インターネット（スマホ）への依存

ギャンブル・アルコールへの依存

悩みや不安などが相談できない

震災や災害などによる心身等への影響

その他

特にない

わからない

(MA) n=429
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６ 若者の状況をめぐる課題の整理 

県では，令和５（2023）年度に県内在住の 20～49 歳を対象とする「結婚，出産，子育て

に関する県民意識調査」を実施しています。若者の意識等の状況把握にあたって，県調査

の笠岡市集計分より以下の通り課題を整理しています。 

 

（１）結婚をめぐる状況 

今後の結婚の見通しについて，笠岡市の 20～49 歳の未婚者のうち「理想の年齢よりも遅

くなりそう」と考える割合は約３割，「結婚できそうにない」と考える割合は約５割となっ

ており，県と比較しても高い割合となっています。 

その理由について，「結婚したいと思う相手と出会いそうにないから」が約５割と最も高

く，次いで「自分に自信を持てないから」が約３割で続いています。こうした心理的・社

会的な要因に加えて，結婚後の生活を送る場合の自身の所得については「まったく不足し

ている」の割合が約５割を占めていることから，経済的な不安も結婚をためらう要素とな

っていると考えられます。 

結婚の希望の実現に向けて，出会いの機会創出や経済的な自立の促進など，多様な支援

を行うことで，若者が将来に希望を持てる環境を整備することが重要です。 

 

（２）こどもをもつことへの意識 

笠岡市集計分において，こどもをもちたいと思う割合は約９割，もちたくないと思う割

合は約１割となっており，県全体の割合と同程度となっています。希望こども数は 2.01，

予想こども数は 1.69 となっており，希望こども数より予想こども数が少ない理由として

「所得に不安があるから」「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」の割合が高くなって

いることから，こどもをもつことへの経済的な不安が大きい状況がうかがえます。また「仕

事と出産・子育てを両立できそうにないから」「自分や配偶者の年齢が高いから」「結婚が

遅くなりそうだから」の割合がそれぞれ２割程度となっており，ライフコースの設計が難

しくなっている実態もうかがえます。 

若年層・子育て世帯の自己肯定感やウェルビーイングの状況についても，主観的評価が

県の平均を下回る状況となっており，このことが希望するこどもの数等にマイナスの影響

を与えていると考えられます。高校生年代においても同様の傾向がみられ，若い頃からの

自己肯定感やウェルビーイングの実感の低さが，こどもを持ちにくい環境につながってい

る可能性も考えられます。 

経済的基盤の安定とともに，就労・結婚・出産・子育てが相互に両立しやすい社会環境

を整える等，理想のライフプランの実現を後押しするための多面的な支援が求められます。

また，こどもの頃からの自己肯定感やウェルビーイングの実感が将来のこどもの希望につ

ながっている可能性もあることから，こどもにとって居心地のよい環境づくりや自己効力

感・自己肯定感を育む取組等も重要です。 
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（３）働き方の希望 

働き方について，仕事と家庭の両立を望む割合は８割近くとなっている一方で，実際に

両立できている割合は５割程度となっており，理想の働き方を実現できていない人が多い

ことがうかがえます。結婚後の働き方については，自分と相手両方とも正規雇用を望む割

合が最も高くなっており，キャリアアップについては「キャリアアップに関係なく夫婦と

もに働けたらいい」の割合が最も高く，次いで「二人ともキャリアアップを目指す」の割

合が高くなっています。 

笠岡市においては，結婚・子育て環境については県内でも高水準と評価されるものが多

い一方で，若年層や子育て世帯の希望については主観的評価が低い項目が多く，特にジェ

ンダーギャップに関する項目や，仕事と結婚・子育ての両立については評価が低くなって

います。こうした状況が，若年層や女性の転出等につながっている可能性も考えられ，性

別に関わらず希望する働き方・暮らし方を実現できる環境をつくることが求められます。 

働き方やキャリア形成に関する若者世代の希望を支援することは，結婚や子育ての選択

を前向きにし，地域社会の持続性を高めることにもつながります。若者世代が笠岡市で安

心して将来設計を描けるよう，理想とする働き方やキャリアの実現を支える取組が重要で

す。 
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第３章 第２期計画の評価と課題点のまとめ 

※令和７年３月第３期子ども・子育て支援事業計画策定時点 

１ 事業の実施状況及び数値目標の達成状況 

（１）地域・子ども子育て支援事業（法定 13 事業） 

地域・子ども子育て支援事業の数値目標については，実施しているすべての事業におい

て達成しています。 

事業名 単位 

H30（2018）

年度 

現状値 

R5（2023）

年度 

現状値 

R6（2024）

年度 

目標値 

利用者支援事業 施設数 
２か所 

（令和元年度）
２か所 ２か所 

 基本型 施設数 １か所 １か所 １か所 

 母子保健型 施設数 １か所 １か所 １か所 

時間外保育事業（延長保育事業） 施設数 ９か所 ９か所 ９か所 

実費徴収に係る補足給付事業 実施の有無 なし なし あり 

多様な主体参入促進事業 実施の有無 なし なし なし 

放課後児童健全育成事業 施設数 
17 か所 

（令和元年度）
19 か所 19 か所 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ事業） 
施設数 １か所 １か所 １か所 

乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 
状況把握率 100％ 100％ 100％ 

養育支援訪問事業 訪問実施率 100％ 100％ 100％ 

地域子育て支援拠点事業 施設数 ５か所 ６か所 ５か所 

一時預かり事業 施設数 ８か所 15 か所 ８か所 

 
うち一般型 施設数 ２か所 ２か所 ２か所 

うち幼稚園型 施設数 ６か所 13 か所 ６か所 

病児・病後児保育事業 施設数 1 か所 1 か所 1 か所 

子育て援助活動支援事業（ファミリ

ー・サポート・センター事業） 
施設数 1 か所 1 か所 1 か所 

妊婦健康診査事業 公費負担 14 回分 14 回分 14 回分 
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①利用者支援事業 
利用者支援事業は，計画通りに推移しています。 

        単位：か所 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

実績 2 2 2 2 

見込み 2 2 2 2 

 

②時間外保育事業（延長保育事業） 
通常の保育時間終了後は，９か所の保育所，認定こども園で延長保育を実施しています。

年間の利用人数は，年々増加し，令和４（2022）年度以降は見込みを上回っています。 

        単位：か所，人 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

実績（か所） 7 9 9 9 

実績（人） 257 259 286 297 

見込み 293 279 272 263 

 

③放課後児童健全育成事業 
放課後児童健全育成事業の利用者数は，見込みを上回って推移している状況です。利用

者のうち半数以上は低学年となっていますが，令和４（2022）年度以降は高学年も増加し

200 人以上となっています。 

        単位：か所，人 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

実績（か所） 15 15 16 15 

【低学年】実績（人） 453 459 445 449 

【高学年】実績（人） 178 174 206 204 

【合計】実績（人） 631 633 651 653 

見込み 536 530 501 481 

 

④子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 
子育て短期支援事業（ショートステイ事業）は，現在１か所で実施しており，年間の延

べ利用人数は３人を見込んでいました。実績が見込みを下回って推移していますが，令和

４（2022）年度には２人の利用がありました。 

        単位：か所，人 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

実績（か所） 1 1 1 1 

実績（人） 0 0 2 0 

見込み 3 3 3 3 
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⑤乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の訪問実施率は，令和５（2023）年

度時点では 99.5％となっています。訪問件数は，見込みを下回って推移しています。 

        単位：％，件 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

実績（％） 96.6 92.1 92.9 99.5 

実績（件） 196 163 171 185 

見込み 239 229 218 209 

 

⑥養育支援訪問事業 
養育支援訪問の実施率は 100％を維持しています。訪問件数は見込みを上回って推移し

ており，年々増加しています。 

        単位：％，件 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

実績（％） 100 100 100 100 

実績（件） 56 84 92 123 

見込み 25 25 25 25 

 

⑦地域子育て支援拠点事業 
地域子育て支援拠点の利用者数は，コロナ禍の影響もあり令和２（2020）年度から令和

４（2022）年度にかけては見込みを大きく下回っていましたが，令和５（2023）年度には

利用者数が回復し，約 10,000 人となっています。 

        単位：か所，人 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

実績（か所） 5 5 5 6 

実績（人） 6,716 5,526 5,095 10,307 

見込み 20,726 20,153 20,497 19,638 

 

⑧-１ 一時預かり事業（一般型） 
一時預かり事業（一般型）は，現在２か所で実施しています。年間の延べ利用人数は見

込みを下回って推移しており，概ね減少傾向となっています。 

        単位：か所，人 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

実績（か所） 2 2 2 2 

実績（人） 949 896 599 695 

見込み 1,421 1,351 1,316 1,270 
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⑧-２ 一時預かり事業（幼稚園型） 
一時預かり事業（幼稚園型）の実施箇所数は令和５（2023）年度時点で 13 か所となって

います。利用者数は，令和２（2020）年度から令和４（2022）年度にかけては 1,000 人前
後で推移してきましたが，保育所から幼保連携型認定こども園化が進んだ影響もあり，令
和５（2023）年度には約 1,500 人と増加しています。 

        単位：か所，人 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

実績（か所） 10 8 10 13 

実績（人） 1,118 1,098 901 1,537 

見込み 2,005 1,940 1,882 1,859 

 

⑨病児・病後児保育事業 
病児・病後児保育事業は，現在１か所で実施しています。年間の延べ利用人数は，令和

２（2020）年度から令和４（2022）年度にかけては見込みを下回って推移していましたが，
令和５（2023）年度は見込みを上回っています。 

        単位：か所，人 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

実績（か所） 1 1 1 1 

実績（人） 156 249 237 336 

見込み 331 316 305 294 

 

⑩子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）は，現在１か所で実

施しており，年間の延べ利用人数は見込みを上回って推移しています。 

        単位：か所，人 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

実績（か所） 1 1 1 1 

実績（人） 727 504 599 741 

見込み 325 325 325 325 

 

⑪妊婦健康診査事業 
妊婦健康診査事業は，利用者数が見込みを上回って推移しています。 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

公費負担回数 14 14 14 14 

実績（人） 320 282 296 265 

実績（件） 2,282 1,943 2,158 1,940 

見込み（人） 239 229 218 209 

見込み（件） 3,346 3,206 3,052 2,926 

※実費徴収に係る補足給付事業は，支援の必要な家庭に対して実施しています。 

多様な主体参入促進事業は未実施となっています。  
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（２）その他事業 

その他事業の数値目標について，総合指標は未達成となっています。 

基本目標に対応した数値目標については，達成できたものが 16 項目，未達成の項目が５

項目となっています。 

基本目標 項目 

H30（2018）

年度 

現状値 

R5（2023）

年度 

現状値 

R6（2024）

年度 

目標値 

総合指標 

笠岡市は安心してこどもを

産み育てられると感じてい

る市民の割合 

41.4％ 
31.9％ 

（令和６年度）
増やす 

基本目標１ 

幼児期の教育・保育

及びこどもの教育環

境の充実 

待機児童数 ０人 ０人 ０人 

保育所，認定こども園（保育

所部分），事業所内保育所（地

域枠）定員 

1,340 人 1,244 人 現状維持 

基本目標２ 

こどもの健やかな 

成長への支援の充実 

笠岡市子ども条例の認知度 6.9％ 6.5％ 増やす 

赤ちゃんの駅設置施設数 23 か所 24 か所 増やす 

こども食堂など（か所数） ６か所 ７か所 増やす 

基本目標３ 

生まれる前からの 

切れ目のない支援の 

充実 

乳幼児健康

診査受診率 

乳児 97.8％ 96.0％ 
95％以上 

維持 
1 歳 6 か月児 98.5％ 99.4％ 

3 歳児 99.3％ 97.7％ 

予防接種率 

BCG 86.5％ 92.2％ 

95％以上 

維持 麻疹・風疹 

１期：

87.5％ 

２期：

94.2％ 

１期：

92.4％ 

２期：

90.2％ 

むし歯 

有病率 

1 歳 6 か月児 1.6％ 0.6％ 2.0％以下 

3 歳児 17.2％ 12.9％ 20％以下 

基本目標４ 

支援サービス及び 

情報提供の充実 

休日保育事業実施施設数 １施設 １施設 １施設 

子育て支援コンシェルジュ 

ほっと★はぐ利用者数 
645 人 2,073 人 増やす 

基本目標５ 

どの家庭も安心して 

子育てできる環境の 

充実 

障がい児保育事業の 

実施施設状況 

全園で受け

入れ可能 

全園で受け

入れ可能 

全園で受け

入れ可能 

児童発達支援の推進 

（実施施設数） 
４施設 ７施設 現状維持 

母子・父子自立支援プログラ

ム策定数 
０件 ０件 増やす 

基本目標６ 

親の子育て力の向上 
子育てに係る講座の開催数 10 回 13 回 増やす 

基本目標７ 

子育てを支援する 

地域社会づくりの 

推進 

地域子育て支援事業 

利用者数 
20,603 人 11,359 人 増やす 

基本目標８ 

仕事と家庭の 

両立支援 

育児休業取得率 
母親 34.6％ 46.1％ 増やす 

父親 3.6％ 7.1％ 増やす 
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①待機児童数 
待機児童数は，０人を維持しています。 

        単位：人 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

待機児童数 0 0 0 0 

 

②休日保育事業 
休日保育事業は，現在１か所で実施しています。延べ利用人数は，令和５（2023）年度

に大きく増加し 160 人となっています。 

 

        単位：か所，人 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

施設数（か所） 1 1 1 1 

延べ利用人数（人） 72 17 20 160 

 

③障がい児保育事業 
障がい児保育事業は，基本的には全園で受け入れが可能となっており，令和５（2023）

年度の利用者数は 27 人となっています。 

        単位：人 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

利用者数 20 10 10 27 

 

④乳幼児健康診査の受診率 
１歳６か月児健康診査と３歳児健康診査の受診率は，毎年度95％以上を維持しています。 

乳児健康診査は，令和３（2021）年度は 95％を下回っていますが，令和５（2023）年度

には 96.0％となっています。 

        単位：人，％ 

区分 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

乳児健康診査 

対象者（人） 259 171 184 199 

受診人数（人） 246 160 175 191 

受診率（％） 95.0 93.6 95.1 96.0 

1 歳６か月児

健康診査 

対象者（人） 247 244 190 172 

受診人数（人） 235 238 180 171 

受診率（％） 95.1 97.5 94.7 99.4 

３歳児健康 

診査 

対象者（人） 218 243 208 263 

受診人数（人） 216 232 200 257 

受診率（％） 99.1 95.5 96.2 97.7 
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⑤予防接種件数 
ほとんどの予防接種の実施状況は，出生数の減少に伴い年々減少傾向にありますが，子宮頸が

ん予防接種は令和４（2022）年度から積極的勧奨が再開したため，接種者が増加しています。 

          単位：件 

種別 対象者 
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

不活化ポリオ 
３～90 か月
未満 

0 0 0 2 

四種混合 
３～90 か月
未満 

978 738 689 797 

BCG １歳未満 243 181 161 195 

三種混合 １期 0 0 0 0 

二種混合 ２期 329 279 286 247 

MR 混合 
１期 229 198 169 172 

２期 308 256 266 256 

日本脳炎 
１期 1004 589 719 668 

２期 444 184 184 303 

ヒブ 
２か月～ 
５歳未満 

951 693 722 726 

小児肺炎球菌 
２か月～ 
５歳未満 

938 692 722 722 

水痘 
12～36 か月
未満 

454 417 340 342 

子宮頸がん 
小学６年生～
高校１年生 

80 143 307 277 

ロタウイルス ６週～32 週 183 351 389 393 

Ｂ型肝炎 １歳未満 695 509 515 542 

 

⑥むし歯有病率 
１歳６か月児のむし歯有病率は，年々減少しています。３歳児のむし歯有病率も令和４（2022）

年度までは減少傾向にありましたが，令和５（2023）年度に再び増加し，12.9％となっています。 

        単位：％ 

  
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

1 歳 6 か月児 1.7 1.3 0.6 0.6 

3 歳児 17.6 11.6 8.5 12.9 

 

⑦職場体験に参加して有意義であったと感じた中学生の割合 
令和２（2020）年度から令和４（2022）年度にかけては職場体験の実施はありませんで

したが，令和５（2023）年度より再開しています。令和５（2023）年度には 94.8％が職場
体験に参加して有意義と感じています。 

        単位：％ 

  
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

有意義と感じた割合 実施なし 実施なし 実施なし 94.8 



56 

⑧１校当たりのいじめの認知件数 
研修会等を通して「軽微ないじめも見逃さないようにする」という認識が全国的に周知・

徹底され，小学校・中学校ともにいじめの認知件数は増加傾向にあります。 

        単位：件 

  
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

小学校 1.13 1.73 2.07 2.29 

中学校 2.11 2.00 4.62 5.38 

 

⑨教育相談室・教育支援員等が関わっている不登校児童生徒の割合 
小学校のすべての不登校児童には教育相談室・教育支援員等が関わっており，中学校の

教育相談室・教育支援員等が関わっている不登校生徒の割合は９割を超えています。 

不登校児童生徒に対して，養護教諭やスクールカウンセラー，スクールソーシャルワー

カーをはじめ，その他の様々な機関等と連携して支援しています。 

        単位：％ 

  
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

小学校 100 100 100 100 

中学校 96 94.7 98 92.7 

 

⑩赤ちゃんの駅設置施設数 
公共施設や民間の商店等に協力を依頼し，授乳やオムツ交換ができるコーナーや設備を

整備しています。令和５（2023）年度時点の設置数は 24 か所となっています。 

        単位：か所 

  
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

設置施設数 24 24 24 24 

 

⑪笠岡市は安心してこどもを産み育てられると感じている市民の割合 

（市民意識調査） 
令和６（2024）年度の調査では 31.9％となっており，令和２（2020）年度以降，減少傾

向となっています。 

         単位：％ 

  
令和２年度

（2020 年度） 

令和３年度

（2021 年度） 

令和４年度

（2022 年度） 

令和５年度

（2023 年度） 

令和６年度

（2024 年度） 

割合 42.4 調査なし 38.2 調査なし 31.9 
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２ 現状と課題 

本市のこどもや子育てを取り巻く課題を，第２期笠岡市子ども・子育て支援事業計画の

基本的な視点に基づき整理しました。なお，施策の評価基準は次の通りです。 

評価 基準 

○ 達成 

△ 
変化なし（経年の変化が小さく，回答者数の変化による誤差の範囲と考

えられる場合） 

× 未達成 

 

（１）こどもが健やかに育つ環境づくり 

①幼児期の教育・保育及びこどもの教育環境の充実 

▼施策評価 

基本目標 項目 
H30（2018）

年度 
現状値 

R5（2023） 
年度 

現状値 

R6（2024） 
年度 
目標値 

評価 

基本目標１ 

幼児期の教育・ 

保育及びこどもの

教育環境の充実 

待機児童数 ０人 ０人 ０人 〇 

保育所，認定こども園

（保育所部分），事業所

内保育所（地域枠）定員 

1,340 人 1,244 人 
現状 

維持 
〇 

 

保育所等の定員について，ニーズに対応できる体制を維持しており，待機児童数につ

いても０を維持しています。 

 

▼国の動向等 

近年，全国的に共働きの子育て家庭が増加しており，就業率の高まりに合わせた保育

サービスの充実が求められています。国においては待機児童の解消に向けて保育の受皿

整備が進められてきました。その結果，令和５（2023）年４月現在，全国の８割以上の

自治体で待機児童が解消されています。また，国ではすべてのこどもの育ちを応援し,こ

どもの良質な生育環境を整備するため，親の就労形態に関わらず保育事業を利用できる

「乳児等通園支援事業」を創設し，こどもの育ちを支援するとともに，保護者の多様な

働き方やライフスタイルに関わらない形での支援の強化に取り組んでいます。 

 

▼笠岡市の現状と課題 

笠岡市においても，フルタイムで就労している母親の割合は前回調査と比較して高く

なっており，それに伴い保育サービスのニーズが高まっています。土日祝日や長期休暇

中のサービスの利用についても，フルタイムで就労している母親の場合は利用意向が高

くなっており，ニーズに対応できる体制を維持することが求められます。また，教育・

保育事業を選ぶ際，職員の対応を重視する割合が最も高くなっており，保育サービスの

量・質ともに充実を図ることが重要です。 
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②こどもの健やかな成長への支援の充実 

▼施策評価 

基本目標 項目 

H30（2018）

年度 

現状値 

R5（2023） 

年度 

現状値 

R6（2024） 

年度 

目標値 

評価 

基本目標２ 

こどもの健やかな

成長への支援の 

充実 

笠岡市子ども条例の 

認知度 
6.9％ 6.5％ 増やす △ 

赤ちゃんの駅設置 

施設数 
23 か所 24 か所 増やす 〇 

こども食堂など ６か所 ７か所 増やす 〇 

 

赤ちゃんの駅やこども食堂については増加していますが，笠岡市子ども条例について

は変化がみられない状況となっています。 

 

▼国の動向等 

近年，核家族化の進展やソーシャルメディアの普及，経済格差の拡大等により様々な

課題が顕在化しており，ヤングケアラー問題やこどもの貧困，児童虐待，SNS 上のトラ

ブルなど，こどもの生活にも影響を及ぼしています。 

こうした状況を受け，令和５年（2023）４月，国ではこどもたちの健やかな成長と権

利を守ることを目的とし，こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくため

の包括的な基本法として，こども基本法が施行されました。すべてのこどもが安心して

暮らせる社会の実現に向けて，こどもが必要な支援を受けられる仕組みづくりが求めら

れます。 

 

▼笠岡市の現状と課題 

赤ちゃんの駅設置施設数やこども食堂の箇所数は若干増加しており，地域全体でこど

もの成長を支える環境づくりが進んでいる状況です。一方で，子ども条例の認知度は変

化がみられず，こどもの権利を尊重する意識の醸成に向けて，さらなる周知に取り組む

必要があります。 

こどもの貧困に関する状況として，笠岡市では小学５年生及び中学２年生のいる世帯

のうち１割程度が貧困のおそれがある状態となっており，特に母子家庭において貧困率

が高いことがうかがえます。 

こどもの生活実態について，ひとり親世帯別にみると，ひとり親世帯のこどもは学習

面の課題を抱えやすく，大学への進学を希望する割合が低い結果となっています。世帯

の状況に関わらず，こども本人の希望に応じた進路が選択できるよう支援が求められま

す。 
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（２）子と親に対する支援体制づくり 

①生まれる前からの切れ目のない支援 

▼施策評価 

基本目標 項目 

H30（2018）

年度 

現状値 

R5（2023） 

年度 

現状値 

R6（2024） 

年度 

目標値 

評価 

基本目標３ 

生まれる前から

の切れ目ない支

援の充実 

乳幼児健康

診査受診率 

乳児 97.8％ 96.0％ 
95％以上 

維持 

〇 

1 歳 6 か月児 98.5％ 99.4％ 〇 

3 歳児 99.3％ 97.7％ 〇 

予防接種率 

BCG 86.5％ 92.2％ 

95％以上 

維持 

× 

麻疹・風疹 

１期：

87.5％ 

２期：

94.2％ 

１期：

92.4％ 

２期：

90.2％ 

× 

むし歯 

有病率 

1 歳 6 か月児 1.6％ 0.6％ 2.0％以下 〇 

3 歳児 17.2％ 12.9％ 20％以下 〇 

 

乳幼児健診受診率，むし歯有病率については目標を達成できていますが，予防接種率

については未達成となっています。 

 

▼国の動向等 

令和５（2023）年 12 月にこども家庭庁より示された「幼児期までの子どもの育ちに係

る基本的なビジョン（はじめの 100 か月の育ちビジョン）」では，「子どもの誕生前から

幼児期までこそが，生涯にわたるウェルビーイング（身体的・精神的・社会的に幸せな

状態）の向上にとって最重要であり，子どもの心身の状況や子どもの置かれた環境等に

十分に配慮しつつ，子どもの誕生前から幼児期までの育ちを等しく，切れ目なく支える

必要がある」とされています。 

また，令和６（2024）年４月に成立した改正児童福祉法において，従来の「子育て世

代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」の機能を統合した総合的な相談支

援機関として「こども家庭センター」の設置が努力義務となりました。こども家庭セン

ターにおいては妊産婦及び乳幼児の健康支援，妊産婦を含むこどもと家庭の福祉に関す

る支援を切れ目なく提供することとなっており，こどもと家庭のニーズに寄り添う支援

を提供することが期待されています。 

 

▼笠岡市の現状と課題 

子育てしやすい環境づくりに向けて必要なこととして，「こどもや子育て家庭の相談体

制の充実」と回答した割合が約２割となっており，子育てについて気軽に相談できる先

について，「相談先がない」という回答もわずかにみられました。 

妊娠期から乳幼児期にかけては，ライフステージの変化も大きく，悩みや不安を抱え

やすい時期となります。親の心身の健康はこどもの育ちにも影響すると考えられること

から，笠岡市においてもこども家庭センターを中心とした包括的な支援体制を構築する

ことが重要です。 
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②支援サービス及び情報提供の充実 
▼施策評価 

基本目標 項目 

H30（2018）

年度 

現状値 

R5（2023） 

年度 

現状値 

R6（2024） 

年度 

目標値 
評価 

基本目標４ 

支援サービス及び

情報提供の充実 

休日保育事業実施施設

数 
１施設 １施設 １施設 〇 

子育て支援コンシェルジュ 

ほっと★はぐ利用者数 
645 人/年 2,073 人 増やす 〇 

 

休日保育事業実施施設数，子育て支援コンシェルジュ，ほっと★はぐ利用者数ともに

目標を達成しており，支援体制の維持・充実に取り組めています。 

 

▼国の動向等 

小学生児童数は減少傾向にある一方，共働き家庭の増加に伴い，学童保育を利用する

児童の割合は年々増加傾向にあります。令和５（2023）年５月１日時点でも放課後児童

クラブの待機児童数は過去最多となっており，放課後のこどもたちの生活の場や居場所

の支援の充実が求められます。 

また，子育て家庭にとって，経済的負担は大きな悩みとなっています。国では令和５

（2023）年以降，児童手当の拡充や育児休業給付の拡充などの経済的支援に取り組んで

おり，子育て家庭の経済的な負担を軽減することで，安心して子育てできる環境づくり

を目指しています。 

 

▼笠岡市の現状と課題 

ニーズ調査では，前回調査と比較して養育可能なこどもの人数が減少しています。欲

しいこどもの人数より養育可能なこどもの人数が少ない要因として，子育てや教育にか

かる金額が高いことが前回と比較して高い割合となっており，経済的な理由でこどもを

あきらめるケースも多いと考えられます。 

共働き世帯の増加により，放課後児童クラブのニーズは今後も高い状況が続くと考え

られます。今後も保護者のニーズに応えられるよう，体制の維持や拡充に取り組む必要

があります。 

情報の入手先について，就学前調査，小学生調査ともに半数程度がインターネット・

SNS で情報を入手しています。子育て家庭に有益な情報が届けられるよう，インターネ

ット・SNS を通じた情報発信の充実や，アプリを活用したプッシュ通知の導入の検討等

が求められます。 
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③どの家庭も安心して子育てできる環境の充実 
▼施策評価 

基本目標 項目 

H30（2018）

年度 

現状値 

R5（2023） 

年度 

現状値 

R6（2024） 

年度 

目標値 
評価 

基本目標５ 

どの家庭も安心

して子育てでき

る環境の充実 

障がい児保育事業の実

施施設状況 

全園で 

受け入れ 

可能 

全園で 

受け入れ 

可能 

全園で 

受け入れ 

可能 

〇 

児童発達支援事業の実

施施設数 
４施設 ７施設 現状維持 〇 

母子・父子自立支援プ

ログラム策定数 
０件 ０件 増やす × 

 

障がい児への支援について，保育事業の実施施設数や児童発達支援の実施施設数は，

目標を達成しています。 

ひとり親家庭について，母子・父子自立支援プログラム策定数は申請がない等の理由

により未達成となっています。 

 

▼国の動向等 

国全体におけるひとり親の就業率は８割以上ですが，雇用形態別でみると父子家庭で

約１割，母子家庭では約５割が非正規雇用となっています。ひとり親世帯では子育てと

生計の維持を一人で担っていることから様々な困難を伴う場合があり，自立に向けた支

援として，「子育て・生活支援策」，「就業支援策」，「養育費の確保策」，「経済的支援策」

の４本柱により施策を推進しています。 

全国的に神経発達症（発達障がい）のある（疑われる）こどもは増加傾向にあります。

国では障がいのあるこどもとその家族への支援として，身近な地域で支援できるよう地

域支援体制の構築を図るとともに，様々な関係機関が連携し，切れ目のない一貫した支

援を提供する体制の構築を目指しています。 

 

▼笠岡市の現状と課題 

こどもの生活実態調査によると，ひとり親家庭において貧困率が高くなっている状況

がみられます。貧困が疑われる世帯では，日用品やこどものための物品等が十分にない

傾向がみられ，世帯の家計状況がこどもの生活にも影響していると考えられます。また，

貧困が疑われる世帯では非正規雇用の割合が高くなっており，児童扶養手当の支給等に

よる経済的支援のほか，各家庭の状況に応じた生活支援，こども・子育て支援，就労支

援等が適切に行われるよう取り組むことが重要です。 

障がい児への支援について，笠岡市では，障がい児の保護者に対する相談支援体制の

充実や，児童発達支援及び，障がい児保育の充実等に取り組んでいます。障がい児への

支援については，保育施設や学校，療育機関など障がい児に関わる機関の連携により支

援をすることが重要であることから，支援体制の構築が求められます。 
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④親の子育て力の向上 
▼施策評価 

基本目標 項目 

H30（2018）

年度 

現状値 

R5（2023） 

年度 

現状値 

R6（2024） 

年度 

目標値 
評価 

基本目標６ 

親の子育て力の
向上 

子育てに係る講座の開

催数 
10 回/年 13 回 増やす ○ 

 

子育てに係る講座の開催数は，目標値を達成しています。 

 

▼国の動向等 

少子化や核家族化の進行，地域のつながりの希薄化など，社会環境が変化する中で，

身近な地域に相談できる相手がいないなど，子育てが孤立化することにより，こどもへ

の接し方がわからなかったり子育てに自信が持てず，育児不安や悩みを抱える保護者が

多くいます。 

国では，要支援児童・要保護児童及びその保護者や特定妊婦など，子育ての困難に陥

りやすい家庭を対象に，親子間の適切な関係性の構築を目的とした親子関係形成支援事

業（親子関係の構築に向けた支援）を創設し，子育てが困難な世帯を支援することとし

ています。 

 

▼笠岡市の現状と課題 

笠岡市では，親の子育て力の向上に向けて，認定こども園等や小・中学校に通うこど

もの保護者を対象に親育ち応援学習プログラムを実施したり，３歳から就学前のこども

のいる保護者を対象にペアレント・トレーニングを実施するなどして，意識啓発に取り

組んできました。ニーズ調査では，「家庭教育に関する学級・講座」について「今後利用

したい」の割合が２割程度となっており，他の子育て支援サービスと比較して高い割合

となっています。実施方法や内容など，保護者のニーズも踏まえながら検討し，参加を

促すことが重要です。 
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（３）地域全体で子育てを応援するまちづくり 

①子育てを支援する地域社会づくりの推進 
▼施策評価 

基本目標 項目 
H30（2018）

年度 
現状値 

R5（2023） 
年度 

現状値 

R6（2024） 
年度 
目標値 

評価 

基本目標７ 
子育てを支援す
る地域社会づく
りの推進 

地域子育て支援拠点事
業利用者数 

20,603 人 11,359 人 増やす × 

 

地域子育て支援拠点事業利用者数は令和２（2020）年以降のコロナ禍の影響により，

一時は大きく減少しました。そのため，数値目標は未達成となっていますが，近年は参

加者数が増加傾向にあります。 

 

▼国の動向等 

平成 27（2015）年に地域子育て支援拠点事業が地域子ども・子育て支援事業に組み込

まれて以降，全国的に拠点数は増加しており，地域で子育て家庭を支援する体制づくり

が進んでいます。 

地域ぐるみでの子育て支援が重視される中で，国では令和５（2023）年にこども家庭

庁が創設され，社会全体でこどもの権利の尊重と健やかな成長を後押しする「こどもま

んなか社会」の実現に向けた取組が進められています。この「こどもまんなか社会」の

考え方が示されて以降，地域社会や企業など様々な主体において，こどもや子育て家庭

を応援するための様々な取組が進められており，社会全体で子育てを支援する機運が高

まっています。 

 

▼笠岡市の現状と課題 

ニーズ調査では，子育てしやすい環境のために必要と思うことについて「子育てと親

育ちを地域で支えるまちづくり」の割合が２番目に高くなっています。地域ぐるみの支

援が求められる一方で，こどもの生活実態調査では，貧困の疑われる世帯において地域

行事への参加が少なく，地域と関わる機会が少なくなっていると考えられます。 

笠岡市では，市内６か所に地域子育て支援拠点を設置しており，子育て家庭の交流促

進や子育てに関する相談・援助，必要に応じて訪問支援を行うなど，地域子育て支援拠

点を中心に地域での支援体制の構築に取り組んできました。今後も引き続き，地域と子

育て家庭の関係づくりに向けた支援に取り組むとともに，地域参加の難しい子育て家庭

に対する支援の強化が求められます。 
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②仕事と家庭の両立支援 
▼施策評価 

基本目標 項目 

H30（2018）

年度 

現状値 

R5（2023） 

年度 

現状値 

R6（2024） 

年度 

目標値 
評価 

基本目標８ 

仕事と家庭の両

立支援 

育児休業取得率 

母親 34.6％ 46.1％ 増やす 〇 

父親 3.6％ 7.1％ 増やす 〇 

 

仕事と家庭の両立の機運が高まり，父親の家庭参画が進む中で，育児休業取得率は母

親・父親ともに上昇しており，目標を達成しています。 

 

▼国の動向等 

近年の共働き世帯の増加に伴い，「男性は仕事，女性は家庭」という固定的性別役割分

担意識や長時間労働の慣行を見直す動きが活発になっています。国では，「産後パパ育休

（出生時育児休業）」の創設や，男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等及び

育児目的休暇の取得率」の公表の義務付けなど，各種法整備が進められています。しか

し，令和５（2023）年版「男女共同参画白書」によると，令和３（2021）年度の男性の

育児休業取得率は民間企業で 14.0％，国家公務員で 34.0％，地方公務員で 19.5％とな

っており，女性の取得率（約８割）と比較すると，大きな差がある状況です。 

 

▼笠岡市の現状と課題 

女性の就業率について，平成 27（2015）年度と令和２（2020）年度を比較すると，「M

字カーブ」の状況は改善され，こどもが生まれても働き続ける女性が多くなっている状

況が見受けられます。ニーズ調査においても，フルタイムで働く母親の割合は増加して

おり，育児と仕事の両立支援のニーズは高まっていると考えられます。 

育児休業の取得状況について，前回調査と比較すると，共働き世帯の増加に伴い父親・

母親ともに取得率は増加しています。しかし，父親と母親を比較すると，父親の取得率

は母親と比較して低い状況にあり，父親が育児休業を取得しない理由としては，職場環

境や経済的な不安の割合が高くなっています。 

働きながら安心して子育てが続けられるよう，保育サービスなどの充実と併せて，企

業への意識啓発や活用できる制度に関する情報提供などの働きかけを通じ，仕事と家庭

の両立支援の環境づくりを進めていくことが重要です。 
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第４章 計画の基本的な方向  
 

１ 計画の基本理念 

令和２（2020）年より「第２期笠岡市子ども・子育て支援事業計画」（以下，第２期計画）

を策定し，社会をつくる存在であるこどもが健やかに育ち，また，保護者が安心してこど

もを産み育てることができる社会の実現を目指して，こども・子育て支援のための取組を

総合的かつ計画的に推進してきました。 

また，本市では令和７（2025）年度に「第８次笠岡市総合計画（令和８（2026）年度～

令和 15（2033）年度）」を策定し，『「対話」と「協調」と「連携」で築く夢と笑顔が広がる

まちづくり』を目指す将来都市像として掲げ，施策を総合的に推進しています。その中で

のこども・子育てについては，「こどもを守り人を育む」を基本戦略として掲げており，こ

どもが健やかに育ち，子育て家庭が安心してこどもを産み育てられる環境を整備していき

ます。 

本計画では，これまでのこども・子育て支援に関する取組や総合計画で定められた基本

戦略を踏まえ，第２期計画の基本理念を継承するとともに，若者が希望を叶えられる地域

社会の実現に向けて，社会情勢の変化やこども・若者の希望，保護者のニーズにも対応し

ながら，安心してこどもを産み育て，自己実現を叶えることができる笠岡市を目指します。 

  

【基本理念】 

こども・若者は社会の未来です 
～ 地 域 で 支 え みんながともに育つ 

心ふれあうまち笠 岡  ～ 
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２ 計画の基本的な視点 

基本理念に沿った，こども・子育て支援施策を推進するための基本的な視点を定めます。 

 

基本的な視点１ すべてのこども・若者の成長を支える切れ目のない支援 

近年の社会情勢の変化は，こどもや若者の生活や成長にも影響を及ぼしています。共働

き世帯の増加による保育サービス，放課後児童クラブのニーズの増加，インターネット・

SNS の普及による新たなトラブルの発生，経済的不安や就職に関することなど，こどもや

若者を取り巻く環境の変化に合わせた取組が求められます。また，神経発達症（発達障が

い）のあるこどもや不登校児童生徒の増加，ヤングケアラーやこどもの貧困等の課題の顕

在化など，支援を必要とするこどもへの対応が全国的に課題となっています。 

家庭環境や障がいの有無にかかわらず，すべてのこどもと若者が心身ともに健やかに成

長できるよう，生まれる前から幼児期，学童期，思春期，青年期をはじめとし，心身の発

達の過程にある者に対し，切れ目のない支援に取り組みます。 

 

基本的な視点２ 安心して子育てをするための家庭への支援 

核家族化が進むとともに，共働きの子育て家庭は増加しており，家庭内での負担が大き

くなっている傾向がみられます。家庭の子育ての負担軽減に向けては，保護者のニーズに

応じて子育て支援を選択するためのサービスの充実や情報提供，経済的な負担の軽減など

が求められます。家庭で安心して子育てができるよう，サービスの充実等に取り組むとと

もに，親の悩みや不安の解消に向けた相談支援や子育て力の向上のための取組を推進しま

す。 

また，ひとり親や外国人親子など，支援を必要とする家庭においても安心して子育てが

できるよう，支援の充実を図ります。 

 

基本的な視点３ みんなでこども・若者と親を見守り，支え合う地域社会

の構築 

こどもや若者は笠岡市の未来を担う存在であり，地域全体で育て見守ることが重要です。

国では社会全体でこどもと若者，子育て家庭を支援する「こどもまんなか社会」の実現が

目指されており，地方公共団体や地域，企業，団体等あらゆる主体が「こどもまんなかア

クション」に取り組んでいます。 

こどもや若者，子育て家庭が地域との関わりを持つことは，こどもと親の成長につなが

るほか，若者にとっての学びの機会にもなります。こども・若者と子育て家庭が地域と関

わる機会をつくるとともに，子育て家庭，行政，教育機関，市民，企業・事業所，その他

の様々な活動団体が協力し合い，地域が一体となってこども・若者の健やかな成長を支え

る環境をつくります。 
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３ 施策の体系 

 

【基本的な視点】 【基本目標】 【施策の柱】 
  

１ 
すべてのこども・若者

の成長を支える 

切れ目のない支援 

１ 幼児期の教育・保育
及びこどもの教育 
環境の充実 

教育・保育の場の確保 

教育・保育の質の確保 

通学・通園への支援 

２ こども・若者の健や
かな成長への支援の
充実 

思春期保健対策の推進 

こども・若者を取り巻く環境の整備 

児童虐待の予防，早期発見， 

再発防止対策の充実 

こども・若者の貧困対策の推進 

障がいがあるこども・若者への支

援の充実 

不登校及びひきこもり等対策の 

推進 

３ 生まれる前からの 
切れ目のない支援 

保健・医療体制の充実 

健康診査・訪問指導等の実施 

健康教育・相談の推進 

  

２ 
安心して子育てを 

するための家庭への

支援 

４ 支援サービス及び 
情報提供の充実 

子育て支援サービスの充実 

情報提供体制の充実 

相談支援体制の充実 

経済的支援の充実 

５ 支援を必要とする 
家庭への支援 

ひとり親家庭への自立支援 

外国人親子に対する支援の充実 

６ 親の子育て力の向上 

親育ちの支援 

次代の親の育成支援 

家庭や地域の教育力の向上 

  

３ 
みんなでこども・若者

と親を見守り，支え合

う地域社会の構築 

７ 子育てを支援する 
地域社会づくりの 
推進 

地域子育て支援ネットワーク 

づくり 

地域活動・仲間づくりの場の確保 

ボランティア人材の確保 

こどもまんなか社会の実現に 

向けた機運醸成 

８ 仕事と家庭の両立 
支援の推進 

ワーク・ライフ・バランスの推進 

男女がともに担う子育ての推進 

９ 若者の自己実現を叶
える環境づくり 

若者の希望するライフプランを後

押しするための支援 

  

こ
ど
も
・
若
者
は
社
会
の
未
来
で
す 

Ộ
地
域
で
⽀
え 
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が
と
も
に
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つ 

⼼
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ま
ち
笠
岡
Ộ 

【基本理念】 
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第５章 施策の展開   
 

基本的な視点１ 

すべてのこども・若者の成長を支える切れ目のない

支援 

基本目標１ 幼児期の教育・保育及びこどもの教育環境の充実 

保護者が安心して子育てができる環境づくりや，こどもの健やかな育ちを支えるために，

教育・保育施設の充実及び質の向上を図ります。また，認定こども園等及び小学校の連携

を強化する接続カリキュラムを作成し活用することで，小学校生活への円滑な移行を目指

します。 

 

【施策の柱１ 教育・保育の場の確保】 

主な取組 取組の概要 担当課 

通常保育事業 

保護者の就労等により家庭での保育ができないこどもを保

育します。地域間のバランスに留意しながら，保護者が安心

してこどもを預けられる施設や人材の確保に努めます。 

【対象】保育を必要とするこども 

こども育成課 

教育・保育施設

の整備の推進 

老朽化が進む施設について，整備改修及び集約化を進め，こ

どもが安心安全に過ごすことのできる環境の確保に取り組

みます。 

【対象】就学前教育・保育施設 

こども育成課 

教育・保育施設

の在り方の検討 

今後の出生数，教育・保育の利用見込み，施設配置のバラン

スなど社会環境の動向を踏まえた施設のあり方の検討を行

います。 

【対象】就学前教育・保育施設 

こども育成課 

乳 児 等 通 園 支

援事業の実施 

認定こども園等に通所していない０歳６か月～２歳の未就園

児を対象に，就労要件を問わず時間単位で柔軟に認定こど

も園等を利用できる「こども誰でも通園制度」の本格的実施

に向けて体制を整備します。 

【対象】未就園児 

こども育成課 
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【施策の柱２ 教育・保育の質の確保】 

主な取組 取組の概要 担当課 

保育士及び保育

教諭等の資質の

向上 

充実した教育・保育サービスを提供するため，知識や技術の

習得など，職員の資質の向上に努めます。より多くの職員が

参加できるよう，リモート研修など多様な方法での実施を

検討し，資質向上の機会の確保に努めます。 

【対象】保育士，保育教諭等 

こども育成課 

学校教育課 

保育士及び保育

教諭等の確保 

充実かつ安定した教育・保育サービスを提供するため，今後

のこどもの推移を念頭に置いた適正な人員の確保に取り組

みます。 

【対象】保育士，保育教諭等 

こども育成課 

学校教育課 

発達支援の充実 

増加傾向にある支援が必要なこどもに対し，関係機関との

密な連携のもと，一人ひとりに応じた最適な支援及び一貫

した支援の実施に努めます。また，就学前の幼児に対し，関

係機関が連携を図り，困り感が少なくなるように支援を行

い，その支援の手だてを就学先に引き継ぎます。 

【対象】支援が必要なこども 

こども育成課 

学校教育課 

子育て支援課 

きめ細かい指導

体制の充実 

児童生徒に豊かな思考力や表現力，確かな判断力を育成し

ていくため，個別の学習状況や発達段階を把握し，一人ひ

とりのこどもに最適な指導を提供できる個別指導体制の充

実を図ります。 

【対象】教職員 

学校教育課 

教職員の資質の

向上 

小中の教職員が積極的に交流し，義務教育９年間を見通し

た指導の一貫性を確保する研修を行います。教員にとって

実践的なスキルを習得できる場となるよう，研修内容の充

実を図ります。 

【対象】教職員 

学校教育課 

主体的に課題を

解決できる力の

育成 

自ら課題の解決に主体的に取り組み，「生きる力」を育むた

め，学習環境の整備や教育の質の向上等に取り組みます。 

また，将来笠岡市において活躍する人材の育成に向けて，

小中一貫教育の取組の中でキャリア教育の視点を大切にし

た「地域探求学習」を実践します。 

【対象】こども 

学校教育課 

共生社会の実現

に向けたインク

ルーシブ教育・

福祉教育の推進 

障がいの有無，国籍や性別の違い等にかかわらず，すべて

のこどもたちが共に学び，成長するインクルーシブ教育の推

進に努めるとともに，福祉教育に取り組みます。 

【対象】こども 

学校教育課 

地域福祉課 
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【施策の柱３ 通学・通園への支援】 

主な取組 取組の概要 担当課 

安全な通学路の

確保 

防犯灯や交通安全啓発用看板等を設置し，安全な通学路の

確保に努めます。 

【対象】こども 

まちづくり課 

建設管理課 

交通安全意識の

普及・啓発 

幼児期から成長段階に合わせた，参加・体験・実践型の教育

を実施し，交通安全意識を高めます。 

【対象】こども 

まちづくり課 

建設管理課 

笠岡市自転車乗

車用ヘルメット

購入費助成事業 

自転車利用者のヘルメット着用を促進するため，ヘルメット

購入者に対し助成券を交付します。 

【対象】こども 

まちづくり課 

離島未就学児通

所支援事業 

島しょ部における子育て家庭の経済的負担軽減を目的と

し，島から陸の保育所等の通所にかかる船賃に対し一部補

助します。必要とする人が適切に利用できるよう，積極的な

周知に努めます。 

【対象】保護者 

子育て支援課 

離島小中学生交

通費助成事業 

笠岡諸島に居住する小学生及び中学生の航路利用にかか

る経費に対して一部を補助することで経済的負担を軽減

し，学習をはじめ，文化・スポーツ，各種活動等，豊かな人格

形成に資する機会の創出を図ります。 

【対象】こども 

企画政策課 

離島高校生就学

支援事業 

笠岡諸島から高等学校に通学する生徒の保護者等の経済

的負担を軽減し，もって離島における生徒の修学の機会の

確保に資することを目的とし，通学に要する経費に対して

一部補助します。 

【対象】保護者等 

企画政策課 

送迎に関する支

援の周知 

ファミリー・サポート・センター事業の内容や利用方法に関す

る周知を行うとともに，利用者のニーズに対応するため，提

供会員の確保や他市町との連携体制の構築に努めます。ま

た，必要とする人が利用しやすいように，支援する側と依頼

する側の顔合わせの機会を提供します。 

【対象】保護者 

子育て支援課 
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基本目標２ こども・若者の健やかな成長への支援の充実 

こどもの健全育成のための機会や環境づくりを進め，正しい知識の普及と理解を促進し，

自ら正しい判断ができるように支援します。児童虐待は，こどもの心身や人格に重大な影

響を与えることとなるため，育児不安の解消や虐待の早期発見に取り組むとともに，関係

機関が連携して適切な支援を行い，問題解決を図ります。貧困については，ひとり親家庭

の割合が高い傾向にあることから，支援が必要な家庭に対して，相談体制の充実，経済的

負担の軽減事業などを中心に推進します。 

 

【施策の柱１ 思春期保健対策の推進】 

主な取組 取組の概要 担当課 

スクールカウン

セリングの実施 

児童生徒の様々な心の問題に対応するため，こどもの状況

に合わせて継続的なサポートが可能となるよう，学校及び

総合教育相談支援センターが連携し，カウンセリング機能及

び支援体制の充実を図ります。 

【対象】児童，生徒，保護者 

学校教育課 

喫煙，飲酒，薬

物及び性に関す

る知識の普及 

未成年者の喫煙，受動喫煙の害，飲酒，薬物乱用の防止や性

について，学校において正しく理解させる教育を実施します。

インターネットや SNS の低年齢利用が進む中で，こどもの心

身に悪影響を及ぼすことがないよう対策を進めます。 

【対象】児童，生徒 

学校教育課 

思春期に対応し

た相談の充実 

学校生活や家庭，社会生活において，不登校，非行，人間関

係や家族関係，障がい，引きこもり等，様々な子育ての悩み

や不安への相談に応じます。複数の要因からなる複合的な

課題を抱えるケースが増加しており，関係機関との連携を

より一層強化するとともに，相談からすみやかに支援につ

なげられる体制の整備に努めます。 

【対象】こどもと保護者 

子育て支援課 

学校教育課 

妊娠・出産・子育

てに関する知識

の普及啓発 

若い世代が妊娠・出産・子育てに関する理解を深め,自分の

人生設計を意識することや,地域全体で子育てに取り組む

必要性を感じてもらうための普及啓発を行います。 

小中学校においては，家庭科や保健の授業において，妊娠・

出産・子育てについて正しく理解する教育を実施します。 

あわせて，プレコンセプションケア推進５か年計画を参考に

取組を検討します。 

【対象】こども，若者 

子育て支援課 

学校教育課 

 

【施策の柱２ こども・若者を取り巻く環境の整備】 

主な取組 取組の概要 担当課 

望ましいメディ

アとのつきあい

方の普及・啓発 

スマートフォンの普及により，電子メディア等に触れる機会

が早期化・長期化の傾向にある中，電子メディア等と上手に

つきあうための知識の啓発に努めます。 

【対象】こどもと保護者 

子育て支援課 

学校教育課 

こども育成課 

こどもの登下校

時の安全確保の

推進 

地域住民による，こどもの登下校時の見守り活動や青パト

の巡回活動等を積極的に推進します。 

【対象】児童，生徒 

まちづくり課 

学校教育課 
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主な取組 取組の概要 担当課 

防犯意識の啓発 

不審者に対する対応指導や地域における防犯意識高揚の

啓発に努めます。また，不審者情報を提供し安全の確保を

図ります。 

【対象】児童，生徒 

まちづくり課 

学校教育課 

こども育成課 

良質な住宅，良

好な居住環境の

確保 

こどもを抱える世帯やひとり親世帯，障がい者，生活困窮者

など，あらゆる住民が安心して暮らせる住環境の改善や整

備に努めます。 

【対象】子育て家庭 

都市計画課 

「笠岡市子ども

条例」の普及・啓

発 

『子どもの幸せを第一に考える視点のもとに，次代を担う子

どもが未来に夢と希望をもち，安心して心豊かに育つこと』

を目的とした「笠岡市子ども条例」の積極的な普及啓発に

努めます。 

【対象】市民 

子育て支援課 

大井児童館の利

用促進 

大井児童館ではこどもたちに健全な遊びを提供するととも

に，こどもの健康増進や情操を豊かにすることを目的とし

た事業を実施し，施設の周知及び利用促進に努めます。 

【対象】子育て家庭 

子育て支援課 

社会体験活動の

推進 

こどもの豊かな心や生きる力を育むためには，地域・家庭と

学校が協力してこどもを育てる体制の構築が重要であるこ

とから，学校運営協議会を活性化し，関係機関と連携を図

りながら，ボランティア活動や職場体験などこどもたちの体

験，交流，探究活動の充実を図ります。 

【対象】児童・生徒 

学校教育課 

生涯学習課 

赤ちゃんの駅の

整備 

市内各所において，授乳やオムツ交換ができるコーナーや

設備を整備します。利用者が気軽に利用できるよう，市内

の協力機関の増加や利用者への周知に努めます。 

【対象】商業施設等 

子育て支援課 

こどもの意見を

反映する仕組み

の構築 

こどもの権利について，社会全体に広く周知を行います。

様々な機会を通じてこどもが意見を表明できる環境をつく

り，その意見が尊重されるような取組や支援を進めます。 

【対象】こども 

子育て支援課 

学校教育課 

 

【施策の柱３ 児童虐待の予防，早期発見，再発防止対策の充実】 

主な取組 取組の概要 担当課 

「笠岡市子ども

を虐待から守る

条例」に基づく

各種取組の推進 

虐待の未然防止，早期発見及び早期対応，その他必要な事
項を定めた「笠岡市子どもを虐待から守る条例」について，
普及啓発に努めます。 
また，家庭や学校，地域等の社会全般にわたり，児童虐待問
題に対する深い関心と理解を得ることができるよう，児童
虐待防止月間にあわせて広報・啓発活動を実施します。 
【対象】市民，関係機関 

子育て支援課 
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主な取組 取組の概要 担当課 

児童虐待の予防

及び早期発見 

育児相談体制の充実や子育てサークル活動の支援等によ

り，育児不安の軽減を図るとともに，乳幼児健診等の機会

を利用して，児童虐待の予防及び早期発見に努めます。 

養育面でサポートが必要な家庭に対しては，状況に応じて

専門職や関係機関等との連携のもと，支援を行います。 

【対象】こどもと保護者 

子育て支援課 

こども育成課 

学校教育課 

笠岡市要保護児

童対策地域協議

会の充実 

児童虐待に対して，医療，保健，福祉，教育，警察，民間団体

等，関係機関で構成する「笠岡市要保護児童対策地域協議

会」を核として，早期の対応及び切れ目のない支援ができ

る体制の充実を図ります。 

また，転入・転出後も継続的に支援ができるよう，広域での

連携体制の強化に努めます。 

【対象】関係機関 

子育て支援課 

学校教育課 

児童虐待防止啓

発の推進 

児童虐待の早期発見や虐待の予防に向けて，広報紙等によ

る啓発や研修等を行うとともに，イベント等に合わせて普及

啓発活動を行い，社会全体での認識を高めます。 

【対象】市民 

子育て支援課 

養育支援訪問事

業 

乳児家庭全戸訪問等で把握した育児ストレスや虐待の恐れ

がある家庭に対して，継続的に訪問し，相談・指導・助言な

ど必要な支援を行います。 

【対象】支援が必要な家庭 

子育て支援課 

こども家庭セン

ターの充実 

妊産婦やこども，子育て家庭へ一体的に相談支援を行う機

能を有し，妊娠期からの切れ目のない支援を行う上での中

心となる「こども家庭センター」の機能を充実させることに

より，子育てに困難を抱える世帯への支援や，虐待の予防

及び早期発見に取り組みます。 

【対象】こどもと保護者 

子育て支援課 

子どもの未来応

援ネットワーク

連携ケア事業 

養育状況が気がかりな家庭を早期に発見するため，社会福

祉士等が認定こども園等を巡回します。支援にあたっては，

関係機関同士が共通認識をもって連携し，継続的な見守

り・支援と養育状況の改善に努めます。 

【対象】こども 

子育て支援課 

 

【施策の柱４ こども・若者の貧困対策の推進】 

主な取組 取組の概要 担当課 

貧困に関する理

解促進 

こどもの貧困対策は，行政が積極的に取り組むべき課題で

あるとの認識のもと，地域に広く理解や協力を求めるため

にこどもの貧困に関する周知・啓発を実施するほか，研修等

を通じて，支援に関わる人材の育成を実施します。 

【対象】地域全体 

子育て支援課 

各種経済支援の

周知・実施 

支援を必要とする人が経済的な支援を受けることができる

よう，機会を捉えた周知や情報提供を図り，各種経済的支

援につなげます。 

【対象】こどもと保護者 

子育て支援課 
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主な取組 取組の概要 担当課 

生活困窮者自立

支援制度 

生活困窮者からの相談，状況に合わせた働くための支援，

家賃相当額の支給等住まいの支援，家計の立て直しの支援

等を行います。 

【対象】支援が必要な家庭・若者 

地域福祉課 

母子・父子自立

支援員による相

談支援 

ひとり親家庭を総合的に支援する母子・父子自立支援員を

配置し，ひとり親家庭からの多様な相談に応じます。相談し

やすい環境づくりに向けて，オンラインでの相談実施など，

実施方法の検討を進めます。 

【対象】ひとり親家庭 

子育て支援課 

こどもの居場所

づくり 

こども食堂などこどもの居場所等の提供を目的とした事業

を実施する団体に対し，支援を行います。 

【対象】事業実施団体 

子育て支援課 

住まいの確保 

こどもの貧困対策として，子育て家庭等の居住の安定を図

ることにより生活の安定につなげるため，適切な助言を行

うとともに，公営住宅等の関係各所へつなぐことで入居を

支援します。 

【対象】こどもと保護者 

子育て支援課 

都市計画課 

ひとり親家庭へ

の経済的支援の

充実 

児童扶養手当，ひとり親家庭医療費の助成，遺児激励金，

遺児年金，奨学金など，ひとり親家庭の経済的支援の充実

を図ります。また，笠岡公共職業安定所と連携し，ひとり親

家庭の就労を支援し，生活の安定を図ります。 

【対象】ひとり親家庭 

子育て支援課 

市民課 

生涯学習課 

自立支援事業の

実施 

ひとり親家庭の自立と安定した生活を支援するため，離婚

前相談，母子・父子自立支援プログラム策定，養育費確保支

援などの制度についてさらなる周知に努めます。 

【対象】ひとり親家庭 

子育て支援課 

就学援助制度 

小中学校において，家庭の事情で学用品等の経費負担が困

難な児童生徒を対象に，一定の基準に基づいて就学援助を

行います。 

【対象】子育て家庭 

学校教育課 

放課後児童クラ

ブ利用者負担金

補助事業 

放課後児童クラブの利用者負担金について，子育て世帯の

経済的な負担を軽減するため負担金の一部を補助します。 

【対象】放課後児童クラブ利用家庭 

子育て支援課 

子どもの未来応

援ネットワーク

連 携 ケ ア 事 業

（再掲） 

養育状況が気がかりな家庭を早期に発見するため，社会福

祉士等が認定こども園等を巡回します。支援にあたっては，

関係機関同士が共通認識をもって連携し，継続的な見守

り・支援と養育状況の改善に努めます。 

【対象】こども 

子育て支援課 
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【施策の柱５ 障がいがあるこども・若者への支援の充実】 

主な取組 取組の概要 担当課 

障がい児教育・

保育の充実（補

助含む） 

集団教育・保育の必要性があり，集団教育・保育が可能な障

がいがあるこどもに対して，認定こども園等において専門

機関等と連携しながら対応し，健やかな発達を促します。ま

た，私立認定こども園等での障がい児保育実施に対し助成

します。また，保護者と園との関わりを深めるとともに，関

係機関との連携のもと円滑な支援を行います。 

【対象】障がいがある乳幼児 

子育て支援課 

こども育成課 

学校教育課 

放課後児童クラ

ブへの受け入れ

促進 

地域の放課後児童クラブにおいて障がいがあるこどもの受

け入れができるように，研修会の開催等により指導員の資

質の向上を図るとともに，作業療法士の派遣を行うなど，こ

どもの特性に応じた環境づくりを促進します。 

【対象】障がいがある小学生 

子育て支援課 

特別支援教育の

充実 

特別支援指導員の配置や，学校への助言，教職員への研修

の実施などにより，多様なニーズへ対応できる体制の構築

に取り組みます。 

【対象】教職員 

学校教育課 

障がいがあるこど

も・若者への支援

の充実 

障がいがあるこども・若者やその家族に対して関係機関等と

連携しながら継続的に相談・助言などの必要な支援を行いま

す。 

【対象】障がいがあるこども・若者，家族 

子育て支援課 

地域福祉課 

障がいがあるこ

ども等への経済

的支援の充実 

心身障がいがあるこどもとその家庭に対する経済的支援を

行います。 

【対象】障がいがあるこどもを育てる家庭 

地域福祉課 

障がいがあるこ

どもを育てる家

庭の居場所の確

保 

障がいがあるこどもを育てる家庭の状況に応じて，安心で

きる居場所の情報提供や育児相談等の支援を行い，育児不

安やストレスの軽減等に努めます。「笠岡市・里庄町自立支

援協議会」などにおいて，障がいがあるこどもの居場所の

検討を進めます。 

【対象】障がいがあるこどもを育てる家庭 

子育て支援課

地域福祉課 

医療的ケア児に

対する支援の充

実 

医療的ケア児支援についての連携を図るための「地域ケア

会議」や「医療的ケア児支援チーム」において，医療的ケア児

支援について検討を進めます。 

【対象】関係者 

福祉総務課 

地域福祉課 

児童発達支援の

推進 

発達や運動機能に心配のある児童へ自活に必要な知識や

技能の付与または集団生活への適応訓練を行う児童発達

支援事業所の機能強化を図ります。 

【対象】障がいがあるこども 

地域福祉課 
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【施策の柱６ 不登校及びひきこもり等対策の推進】 

主な取組 取組の概要 担当課 

家庭相談支援の

実施 

学校生活や家庭，社会生活において，不登校，非行，人間関

係や家族関係，障がい，ひきこもり等，様々な子育ての悩み

や不安への相談に応じます。また，必要に応じて関係機関や

専門機関と連携しながら支援を行います。 

【対象】子育て家庭 

子育て支援課 

学校教育課 

不登校児童生徒

の居場所の確保 

様々な事情で不登校になってしまった児童・生徒が自宅以

外で気兼ねなく過ごせる居場所の確保に努めるとともに，

家庭や学校以外で人との関わりを持つことのできる機会づ

くりについて検討を進めます。 

【対象】児童，生徒 

子育て支援課 

学校教育課 

ヤングケアラー

への支援 

核家族化の進行やひとり親家庭の増加など，地域社会の変

化等により，家族の介護その他の日常生活上の世話を過度

に行っていると認められるこども・若者（ヤングケアラー）が

問題となっています。教育機関等と連携しヤングケアラーの

把握に努めるとともに，福祉，介護，医療，教育等の関係者

が情報共有・連携して家族支援の視点から必要な支援につ

なげます。 

【対象】児童，生徒，若者 

子育て支援課 

学校教育課 

福祉総務課 

地域福祉課 

長寿支援課 

引きこもりや若

年無業者への支

援 

様々な理由により引きこもりの状態にある人や若年無業者

及びその家族に対して，NPO 法人と連携した相談対応や居

場所づくりに取り組み，社会とのつながり構築を支援しま

す。 

【対象】課題を抱える者とその家族 

福祉総務課 

いじめ・体罰等

の根絶 

教育現場等において，こども一人ひとりの人権を尊重し，い

じめや体罰の根絶に努めます。いじめが発生した場合には，

早期発見・早期解決に取り組みます。 

メディアリテラシー教育に取り組み，インターネットを通じた

トラブルやいじめの防止に努めます。 

【対象】こども 

学校教育課 

課題を抱える児

童生徒への修学

支援 

課題を抱えるこども等に対して，スクールカウンセラーやス

クールソーシャルワーカー，学校や警察，児童相談所等とも

連携し，指導や支援を行います。 

【対象】こども 

学校教育課 

子育て支援課 

こども・若者の

自殺対策 

学校，家庭，地域の連携のもと，多様な生き方を知り，自他

の存在や命を大切にする心を育み，SOS の出し方に関する

教育を実施するなど，自殺予防に取り組みます。 

また，支援の必要なこども・若者を把握した際は，関係機関

が連携して本人や家庭全体の支援を実施します。 

【対象】こども，若者 

学校教育課 

健康推進課 

地域福祉課 

こども・若者の

非行防止 

犯罪の被害者にも加害者にもならないよう，学校において

防犯教室を実施するなど意識啓発に取り組むとともに，地

域全体での見守りを実施します。 

非行が起きた場合は，保護司会，更生保護女性会等の再犯

防止に取り組む団体等と連携し，再発防止に取り組みます。 

【対象】こども，若者 

学校教育課 

福祉総務課 

子育て支援課 
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基本目標３ 生まれる前からの切れ目のない支援 

安心して出産や子育てができるように関係機関との連携を強化し，母子保健事業を充実

します。保護者のこどもの発達に対する悩みや不安を解消できるように相談先を充実する

とともに，育児に関する学びの場を提供します。 

 

【施策の柱１ 保健・医療体制の充実】 

主な取組 取組の概要 担当課 

妊娠を望む方へ

の支援の実施 

経済的な負担から妊娠を諦めることがないよう，安心して

妊娠することができる体制の整備に努めます。 

【対象】支援を必要とする市民 

子育て支援課 

不育治療に対す

る助成 

不育治療の助成制度を推進し，経済的負担の軽減を図ります。 

【対象】支援を必要とする市民 
子育て支援課 

予防接種の推進 

こどもに感染する恐れのある疾病の罹患や重症化を予防す

るため，予防接種を行います。また，予防接種に関する正し

い知識の周知・啓発に努めます。 

【対象】こども 

子育て支援課 

安心・安全な出

産への支援 

分娩時の交通費の助成や，急を要する場合の搬送体制の整

備など，安心・安全な出産ができるよう支援を行います。 

【対象】妊婦 

子育て支援課 

小児の救急医療

体制の確保 

夜間や休日診療に対する需要の伸びと合わせて，小児科の

救急医療の充実が望まれています。県や近隣自治体と連携

を取りながら小児医療体制の充実を図ります。 

また，こどもの急病や怪我に関する基礎知識や対処法の周

知に努め，保護者の不安の解消及び医療機関の適正受診を

促します。 

【対象】子育て家庭 

子育て支援課 

健康推進課 

小児救急医療電

話相談 

岡山県が行っている小児救急医療電話相談（＃８０００）の

広報に努め，その周知と活用に努めます。 

【対象】子育て家庭 

子育て支援課 

妊娠期から子育

て期にかけての

包括的な支援の

実施 

妊婦やその配偶者へ伴走型相談支援を実施し，心身の状況

や周囲の環境の把握，必要に応じた情報提供及び支援等を

実施します。 

また，経済的な支援を一体的に行い，すべての妊婦や子育て

世帯にとって効果的な支援となるような工夫に努めます。 

【対象】妊婦と配偶者，子育て家庭 

子育て支援課 

 

【施策の柱２ 健康診査・訪問指導等の実施】 

主な取組 取組の概要 担当課 

妊婦健康診査 

妊婦や胎児が安全で健やかに出産を迎えることができるよ

う，妊婦健康診査受診券を交付し医療機関での健康診査を

実施します。 

【対象】妊婦 

子育て支援課 
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主な取組 取組の概要 担当課 

産婦健康診査 

産後うつを予防し，出産後の不安定な時期を心身共に健や

かに過ごしていただくために，産婦健康診査受診券を交付

し産科機関での健康診査を実施します。 

【対象】産婦 

子育て支援課 

乳幼児健康診査 

心身ともに健全な人づくりの基本として，また，乳幼児の健

康の保持増進を図るため，乳児，１歳６か月児，３歳児及び

５歳児を対象に健康診査を行います。未受診の場合でも状

況を把握できるよう努めます。 

【対象】乳幼児 

子育て支援課 

産後ケア事業 

産後うつ予防を目的に，育児の協力者がおらず，心身の不

調や強い育児不安がある等育児支援の必要な方に，宿泊ま

たは日帰りでのサービス利用費の一部を助成します。 

また，母親のみの利用や，訪問での実施など，ニーズの変化

に応じて事業内容を検討します。 

【対象】産後１年未満の母子 

子育て支援課 

妊婦に対する訪

問指導 

個別の支援を要するハイリスク妊産婦や特定妊婦等に対し

て家庭訪問を実施し，安全・安心な妊娠及び出産の確保を

図ります。 

【対象】妊婦 

子育て支援課 

乳児家庭全戸訪

問事業（こんに

ちは赤ちゃん事

業） 

すべての乳児のいる家庭を訪問し，子育てに関する情報の

提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環

境を把握するとともに，養育に関する相談に応じ，助言・援

助を行います。 

【対象】乳児のいる家庭 

子育て支援課 

 

【施策の柱３ 健康教育・相談の推進】 

主な取組 取組の概要 担当課 

母子健康手帳の

交付 

妊娠・出産の安全・安心を確保するためには，妊婦が早期か

ら健康診査等の母子保健サービスを受けることが重要であ

ることから，早期の妊娠届出を啓発します。また，保健師の

面接による相談・指導・情報提供を行い，妊婦の不安感や孤

立感の解消に努めます。 

【対象】妊婦 

子育て支援課 

電子母子健康手

帳の普及 

スマートフォン等で気軽に育児や子育て支援の情報を得る

ことができるアプリ（kasaoka★すくすくログ）の普及や機

能の充実に努めます。 

【対象】妊婦 

子育て支援課 

乳幼児期の栄養

指導 

妊娠中から乳幼児期にかけて栄養に関する知識と実践力を

身に付けるため，栄養指導に取り組みます。 

【対象】妊産婦 

子育て支援課 
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主な取組 取組の概要 担当課 

う歯（むし歯）予

防の実施 

乳幼児健診や２歳歯科検診時に，こどもの成長に合わせた

適切な歯磨きや仕上げ磨きの指導，食生活等のアドバイス

を行うとともに，う歯（むし歯）が発見された場合には治療

の助言・指導を行います。 

また，歯と口の健康に関する正しい知識を普及啓発すると

ともに，う歯予防に関する適切な習慣や，かかりつけ歯科を

持つことの重要性について周知・啓発を行い，う歯予防を

推進します。 

【対象】乳幼児と保護者 

子育て支援課 

こどもの頃から

の正しい生活習

慣の定着 

乳幼児健診において，こどもの生活リズムを整えることの

大切さについて指導を行います。また，小中学校等におい

て，栄養・食生活に関する食育指導を行うとともに，体を動

かす機会をつくり，規則正しい生活習慣の定着を促します。 

高校生に対しては，睡眠が及ぼす心身への影響や睡眠を確

保する工夫等について周知します。 

【対象】こどもと保護者 

子育て支援課 

学校教育課 

健康推進課 

食育の推進 

令和７（2025）年３月に，「健康増進計画」「成育医療等に

関する計画」「食育推進計画」「自殺対策推進計画」を一つに

まとめた『笠岡市健康づくり計画』（第３期計画）を策定して

おり，今後もこの計画に基づいて，食育のさらなる推進に努

めます。 

【対象】こどもと保護者 

健康推進課 

子育て支援課 
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基本的な視点２ 

安心して子育てをするための家庭への支援 

基本目標４ 支援サービス及び情報提供の充実 

共働き世帯の増加や多様化するライフスタイルの中，子育て支援サービスや相談支援の
需要は増加しています。多様化する利用者ニーズに応じたサービスの提供体制を整備する
とともに，必要な人が相談支援や経済的支援を十分に活用できるように，子育て情報の定
期的な発信や情報媒体の充実に努めます。 

 

【施策の柱１ 子育て支援サービスの充実】 

主な取組 取組の概要 担当課 

時間外保育事業

（延長保育事業） 

通常の保育時間終了後，希望する保護者を対象に児童を約
１時間延長して預かり保育します。 
【対象】認定こども園等へ通園する児童 

こども育成課 

放課後児童健全

育成事業 

昼間に保護者が仕事等でいない家庭の小学生を対象に，授
業終了後に学校の余裕教室等を利用して生活，遊び，学び
の支援を行う放課後児童クラブについては，受入体制，開
所時間，自主学習等について，事業実施団体や小学校等と
連携を図り，多様化する保護者希望に添えるよう努めます。
また，登録児童数や利用状況，施設の状況，学校規模適正
化計画を踏まえて，必要に応じた施設整備を行います。 

支援員の不足が課題となっていることから，人材の確保及
び業務の効率化について検討を進めます。 
【対象】小学生 

子育て支援課 

子育て短期支援

事業（ショートス

テイ事業） 

保護者の疾病その他の理由により家庭において養育すること
が一時的に困難となった児童について，児童養護施設等におい
て一時的な養育を実施します。 
【対象】児童，子育て家庭 

子育て支援課 

一時預かり事業 

保護者の就労，傷病，冠婚葬祭等のために家庭での保育が
一時的に困難になった場合に，一時的に乳幼児を預かる体
制を整備します。 
【対象】乳幼児 

子育て支援課 

こども育成課 

ファミリー・サポ

ート・センター事

業 

笠岡市ファミリーサポートセンターでは，育児を応援したい人
（提供会員）と応援してほしい人（依頼会員）の引き合わせを
行います。また研修等を実施し，会員の資質向上を図ります。 

より多くのニーズに対応するため，会員受入を行っている
近隣市町村への周知や，提供会員の増加を図るための働き
かけを行います。 
【対象】提供会員，依頼会員，両方会員 

子育て支援課 

病児・病後児保

育事業 

こどもが病気の治療中や回復期にあり，集団保育や保護者
による保育が困難な場合に，適切に対応できる施設で保育
を行います。 
【対象】小学６年生までのこども 

子育て支援課 

休日保育事業 

休日における保護者の就労，傷病，冠婚葬祭等のために家
庭での保育が一時的に困難になった場合に，一時的に乳幼
児を預かる体制を整備します。 
【対象】乳幼児 

こども育成課 
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【施策の柱２ 情報提供体制の充実】 

主な取組 取組の概要 担当課 

子育て応援読本

の充実 

妊娠や子育て家庭を対象として，保健・医療・福祉の相談窓

口や社会資源，こどものライフステージに合わせた子育て支

援事業等の情報をわかりやすくとりまとめます。 

【対象】子育て家庭 

子育て支援課 

子育ての情報提

供 

必要な人に必要なサービスが提供できるよう，パンフレット

作成やホームページ，アプリや SNS の活用等による積極的

なＰＲに努めます。 

【対象】子育て家庭 

子育て支援課 

イベントの情報

提供 

広く参加していただけるよう，広報紙や市のホームページの

ほか，アプリや SNS 等も活用して PR に努めます。 

【対象】子育て家庭 

子育て支援課 

生涯学習課 

企画政策課 

 

【施策の柱３ 相談支援体制の充実】 

主な取組 取組の概要 担当課 

妊娠期からの切

れ目のない支援 

専任の保健師を中心に，妊娠期から子育て期までの切れ目

のない支援を行います。また，ハイリスク妊産婦等，支援を

必要とする対象者にはサポートプランを作成し，その内容に

基づいて継続支援を行います。 

【対象】子育て家庭 

子育て支援課 

利用者支援体制

の整備 

育児・保育に精通した専任職員を配置し，教育・保育施設や

地域の子育て支援事業等の情報提供や相談を行い，適切な

サービスの利用につなげます。 

【対象】子育て家庭 

子育て支援課 

母子・父子自立

支援員による相

談支援 

ひとり親家庭を総合的に支援する母子・父子自立支援員を

配置し，ひとり親家庭からの多様な相談に応じます。様々な

ことを相談できるよう，相談の際にはプライバシーへの配慮

に努めます。 

【対象】ひとり親家庭 

子育て支援課 

専門職による相

談支援 

社会福祉士や保健師，家庭相談員等の専門職を配置し，親

の事情やこどもの問題行動等による子育ての悩みや，児童

虐待に関すること等，家庭の様々な困り事や悩みへの相談

に応じます。支援を必要とする家庭に向けた各種支援の情

報発信に努めるとともに，必要に応じて関係機関との連携

による支援につなぎ，早期発見・早期対応を可能とする仕

組みの構築を進めます。 

【対象】子育て家庭 

子育て支援課 

家庭相談支援の

実施 

学校生活や家庭，社会生活において，不登校，非行，人間関

係や家族関係，障がい，ひきこもり等，様々な子育ての悩み

や不安への相談に応じます。子育てをめぐる環境の変化を

踏まえ，家庭内のみで育児の負担を抱え込むことがないよ

う，必要に応じて関係機関や専門機関等と連携しながら支

援を行います。 

【対象】子育て家庭 

子育て支援課 

学校教育課 
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【施策の柱４ 経済的支援の充実】 

主な取組 取組の概要 担当課 

出産育児一時金 

国民健康保険の被保険者が出産した時に，出産育児一時金

を支給します。 

【対象】国民健康保険の被保険者 

市民課 

児童手当の支給 

児童を扶養している家庭の安定を図り，児童の健全な育成

と資質の向上を目的として支給します。 

【対象】高校生年代までのこどもをもつ家庭 

市民課 

子ども医療費給

付事業 

こどもの通院や入院等にかかる医療費を助成し，保護者の

経済的負担の軽減を図ります。 

【対象】高等学校修了まで（無料） 

市民課 

幼児教育・保育

の無償化 

３～５歳のすべてのこどもの保育料を無償とします。住民税

非課税世帯については，０～２歳のこどもの保育料も無償

とします。また，第２子以降の 0～2 歳の保育料についても

無償とします。さらなる経済的負担の軽減に向けて，近隣自

治体とのバランスを踏まえつつ，市独自の取組として支援

の拡充を検討します。 

【対象】子育て家庭 

こども育成課 

保育施設サービ

スの無償化事業 

延長保育・一時預かりなど，教育・保育施設で通常の教育及

び保育に加えて提供されるサービスについて，兄弟姉妹が

同時利用した際，2 人目以降の利用料を無償とします。 

【対象】子育て家庭 

こども育成課 

指定ごみ袋の無

料配付 

３歳以下の乳幼児のいる世帯に対して，笠岡市指定の燃え

るごみ袋を無料配付します。（上限あり） 

【対象】子育て家庭 

環境課 

切れ目のない経

済的支援の実施 

経済的な負担が大きくなる小中学校就学時を中心に，子育

て世帯への支援に努めます。 

【対象】子育て家庭 

子育て支援課 

就学援助制度 

（再掲） 

小中学校において，家庭の事情で学用品等の経費負担が困

難な児童生徒を対象に，一定の基準に基づいて就学援助を

行います。 

【対象】子育て家庭 

学校教育課 

放課後児童クラ

ブ利用者負担金

補助事業 

（再掲） 

放課後児童クラブの利用者負担金について，子育て世帯の

経済的な負担を軽減するため負担金の一部を補助します。 

【対象】放課後児童クラブ利用家庭 

子育て支援課 
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基本目標５ 支援を必要とする家庭への支援 

ひとり親家庭や外国人の家庭等，様々な面で配慮が必要な家庭に対して必要なサービス

や支援を受けることができるよう，関係機関と連携して支援体制を整えます。 

 

【施策の柱１ ひとり親家庭への自立支援】 

主な取組 取組の概要 担当課 

母子・父子自立

支援員による相

談支援（再掲） 

ひとり親家庭を総合的に支援する母子・父子自立支援員を

配置し，ひとり親家庭からの多様な相談に応じます。様々な

ことを相談できるよう，相談の際にはプライバシーへの配慮

に努めます。 

【対象】ひとり親家庭 

子育て支援課 

ひとり親家庭へ

の経済的支援の

充実（再掲） 

児童扶養手当，ひとり親家庭医療費の助成，遺児激励金，

遺児年金，奨学金など，ひとり親家庭の経済的支援の充実

を図ります。また，笠岡公共職業安定所と連携し，ひとり親

家庭の就労を支援し，生活の安定を図ります。 

【対象】ひとり親家庭 

子育て支援課 

市民課 

生涯学習課 

自立支援事業の

実施（再掲） 

ひとり親家庭の自立と安定した生活を支援するため，離婚

前相談，母子・父子自立支援プログラム策定，養育費確保支

援などの制度についてさらなる周知に努めます。 

【対象】ひとり親家庭 

子育て支援課 

高等職業訓練促

進給付金の支給 

看護師や保育士，介護福祉士，作業療法士等の専門的な資

格取得のため，養成機関で学ぶひとり親家庭の方を対象

に，生活の負担軽減を図るための給付金を支給し，自立を

促します。 

【対象】専門職を目指すひとり親家庭 

子育て支援課 

 

【施策の柱２ 外国人親子に対する支援の充実】 

主な取組 取組の概要 担当課 

日本語習得支援

の充実 

海外から来日した外国人に対して，日本語に早く慣れるよ

う日本語講座を定期開催するとともに，より多くの人が参

加できるようニーズの把握に努めます。また，地域社会にな

じめるよう交流支援などに取り組む笠岡国際交流協会の活

動を支援するとともに，外国人にも分かりやすい情報提供

に努めます。また，学校教育においては，日本語指導のため

の非常勤講師の配置や，翻訳機の貸し出し等，必要な支援

に努めます。 

【対象】外国人親子 

まちづくり課 

学校教育課 

母子健康手帳の

交付（外国語版） 

必要に応じて外国語の母子健康手帳を交付します。今後はニ

ーズに応じて対応言語を増やすとともに，様々な場面におい

て言語面でのサポートができる体制の構築に努めます。 

【対象】外国人親子 

子育て支援課 
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基本目標６ 親の子育て力の向上 

核家族化の進行や地域のつながりが希薄となり，こどもと接する機会が少ないことで，

子育てやこどもへの接し方をどのようにしてよいかわからない人が増えています。地域に

住む人々がこどもとふれあう機会を提供するとともに，子育てや育児に関する知識を普及

し，子育てがしやすい地域づくりを進めます。 

 

【施策の柱１ 親育ちの支援】 

主な取組 取組の概要 担当課 

こどもの健やか

な育ちに関する

知識の充実 

保護者の教育を通して，こどもの健康な育ちに関しての知

識を充実させるため，講演会，研修会及び健診時の個別指

導を実施します。 

【対象】保護者 

子育て支援課 

保護者支援プロ

グラムの普及・

啓発 

保護者の，こどもに向き合うための技術を高めることを目

的に，こどもへの関わり方の工夫等について学ぶ参加体験

型の講座等を実施します。仕事等により参加の難しい保護

者に対しては，ホームページでの情報提供や幼児健診時の

資料配布など，幅広い周知に努めます。 

【対象】保護者，関係機関 

子育て支援課 

生涯学習課 

 

【施策の柱２ 次代の親の育成支援】 

主な取組 取組の概要 担当課 

乳幼児とのふれ

あいの推進 

ボランティア体験や職場体験を通して中高生等が乳幼児と

ふれあえる機会の創出に努めます。実施にあたっては，安全

にふれあうことができるよう，地域・ボランティア等とも連

携しながら，企画及び丁寧な指導を行います。 

【対象】生徒 

学校教育課 

子育て意識啓発

事業 

少子化の進行により，こどもや子育て家庭が減り，若い世代

が将来家庭を持ち，親になることなど身近に意識する機会

が少なくなっていることから，若い世代が妊娠・出産・子育

てに関する理解を深めることで，自分の人生設計を意識し，

自身が望む家庭生活を送ることができるよう，研修会等を

実施します。 

【対象】こども 

子育て支援課 
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【施策の柱３ 家庭や地域の教育力の向上】 

主な取組 取組の概要 担当課 

読書活動の推進 

乳児健診時に絵本の読み聞かせを通して赤ちゃんに絵本を

開く楽しさを体験してもらったり，お気に入りの絵本をプレ

ゼントすることで赤ちゃんと保護者が絵本にふれあうきっか

けをつくります。また，関係各所で本に親しむ機会を提供

し，こどもの時期からの読書活動の推進に努めます。 

【対象】こどもと保護者 

子育て支援課 

こども育成課 

学校教育課 

生涯学習課 

こどもの学びの

支援 

こども会，公民館，放課後こども教室，PTA 等の各種活動

を通して，地域や家庭においてのこどもの学びを支援しま

す。放課後こども教室については，計画的に推進します。 

各活動について，より参加しやすい活動となるよう，実施方

法や内容についてニーズの把握に努めます。 

【対象】こどもと保護者 

生涯学習課 

地域交流活動の

充実 

多様性を尊重し，受容できるこどもの育成に向けて，季節

行事等を通して地域の方々との世代間交流，小学生や未就

園児との異年齢児交流を行います。 

【対象】こども，地域住民 

こども育成課 

学校教育課 

生涯学習課 

こどもの社会性

を育む地域づく

り 

こどもたちが成長の過程で必要な社会性やルールなどを自

然と身に付けられるよう，こどもだけではなく，親や地域な

ど大人も一緒になって身に付けていける環境づくりに取り

組みます。 

【対象】こどもと保護者，地域住民 

子育て支援課 

こども育成課 

学校教育課 
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基本的な視点３ 

みんなでこども・若者と親を見守り，支え合う地域社

会の構築 

基本目標７ 子育てを支援する地域社会づくりの推進 

様々な地域資源を活用して子育てしやすいまちづくりを進めます。子育て家庭だけでな

く，地域住民がこどもと関わる活動に参加できるように，様々な主体の活動の支援や活動

内容について発信し，子育て支援のネットワークを形成します。 

 

【施策の柱１ 地域子育て支援ネットワークづくり】 

主な取組 取組の概要 担当課 

地域情報提供体

制の充実 

地域子育て支援拠点を情報発信の場と位置づけ，認定こど

も園等と連携を図りながら，地域の情報提供に努めます。 

【対象】子育て家庭 

子育て支援課 

子育てを支える

ボランティアや

団体の活動支援 

地域で子育てを支えるボランティアや団体の活動を支援し

ます。 

【対象】子育てボランティアや団体 

健康推進課 

子育て支援課 

生涯学習課 

地域住民の子育

てへの参加促進 

地域に住む誰もが子育てに関わる，支援できることがある

ことを周知し，こどもや保護者と関わる団体や専門職を中

心に子育てやこどもの見守りへの参加を促します。 

【対象】地域住民 

子育て支援課 

まちづくり課 

生涯学習課 

学校教育課 

地域資源を活用

したこどもの居

場所づくり 

自然環境や地域の施設など，様々な地域資源を活用した居

場所づくりに取り組む団体等と連携し，地域においてこども

たちが居場所を選択することのできる環境づくりを推進し

ます。 

【対象】こども，子育てボランティアや団体 

子育て支援課 

学校教育課 

地域ぐるみの教

育支援 

家庭・地域・学校における交流の活性化や地域への愛着醸

成のため，地域全体でこどもの成長を見守り，支援する地

域学校協働活動及び学校運営協議会の推進に取り組みま

す。 

【対象】地域住民，子育て家庭 

学校教育課 

生涯学習課 

 

【施策の柱２ 地域活動・仲間づくりの場の確保】 

主な取組 取組の概要 担当課 

地域子育て支援

拠点事業 

乳幼児とその保護者が相互交流し，子育ての相談・情報提

供・助言などが受けられる場所として地域子育て支援拠点

を開設し，在宅で子育てをしている家庭の支援を行います。

ニーズに応じて実施箇所数の増加等についても検討を進め

ます。 

【対象】乳幼児と保護者 

子育て支援課 
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主な取組 取組の概要 担当課 

子育てサークル

への加入促進 

母親クラブ等の子育てサークルのＰＲに努め，加入を促すと

ともに，安定的な運営を支援します。 

【対象】乳幼児と保護者 

子育て支援課 

子育てサロン等

の開催 

地域で子育て中の親同士が気軽に交流できる「子育てサロン」

について，実施している団体に対して支援を行うとともに，よ

り多くの子育て家庭が参加できるよう周知等に努めます。 

【対象】乳幼児と保護者 

子育て支援課 

こどもの学びの

支援（再掲） 

こども会，公民館，放課後こども教室，PTA 等の各種活動

を通して，地域や家庭においてのこどもの学びを支援しま

す。放課後こども教室については，計画的に推進します。 

各活動について，より参加しやすい活動となるよう，実施方

法や内容についてニーズの把握に努めます。 

【対象】こどもと保護者 

生涯学習課 

こどもイベント

の開催 

社会教育関係団体，市民団体，こども関係団体等と行政が

協働し，こどもと保護者向けのイベントを開催します。 

【対象】こどもと保護者 

子育て支援課 

生涯学習課 

笠岡っ子無料パ

ス 

小・中学生等の豊かな心を育てるとともに体力の向上を図

り，健全な心身の発達に寄与することを目的として，笠岡市

立竹喬美術館，笠岡市立カブトガニ博物館，笠岡市Ｂ＆Ｇ海

洋センタープール，サンライフ笠岡（教養文化室及び図書室

に限る。）を笠岡市内に住むこどもたちが利用する際の料金

を無償とします。 

【対象】こども（６歳～１５歳） 

生涯学習課 

成人式 

２０歳を迎える成人が，大人としての責任を認識し，地域社

会の一員としての自覚を促すとともに，旧友や恩師との再

会を通じて郷土への愛着を深める機会となるよう，成人式

を実施します。 

【対象】若者（20 歳） 

生涯学習課 

各種スポーツ教

室 

スポーツを通じてスポーツに対する理解を深め，青少年の

健全育成に寄与するため，スポーツ教室を実施します。 

【対象】こども（中学生まで） 

スポーツ推進

課 

 

【施策の柱３ ボランティア人材の確保】 

主な取組 取組の概要 担当課 

福祉の意識の向

上，ボランティア

活動の推進 

関係機関等と連携して，地域福祉に関するボランティアにつ

いての情報発信等を強化し，福祉に対するボランティア意

識の向上に努めます。また，ボランティアについての養成や

研修会を開きボランティア拡大に努めます。 

【対象】市民 

地域福祉課 

日本語教育講座

の指導ボランテ

ィアの育成支援 

笠岡国際交流協会による日本語教育講座（日本語講座指導

ボランティアの育成活動）を支援するとともに，養成講座受

講者が成果を発揮できる機会の創出に努めます。 

【対象】実施団体 

まちづくり課 
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【施策の柱４ こどもまんなか社会の実現に向けた機運醸成】 

主な取組 取組の概要 担当課 

こどもまんなか

社会の周知啓発 

あらゆる場面においてこどもの意思や権利及び主体性が尊

重されるよう，こども基本法やこどもの権利等の周知・啓発

に努めます。 

【対象】市民 

子育て支援課 

こども・若者の

意見を聴く機会

の確保 

こども・若者の意見を市の施策に反映できるよう，こども・

若者の意見を聴く機会づくりに努めます。 

【対象】こども，若者 

子育て支援課 

学校教育課 

あらゆる主体に

よる「こどもま

んなかアクショ

ン」の実施 

行政だけでなく，市内の企業や団体等が主体となって「こど

もまんなかアクション」に取り組めるよう，働きかけを行いま

す。 

【対象】企業，団体 

子育て支援課 
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基本目標８ 仕事と家庭の両立支援の推進 

仕事と家庭，子育てが両立できる環境を目指し，育児休業の活用促進や職場復帰しやす

い環境づくりや出産後の再就職を支援するとともに，性別にかかわらず，子育てに参加で

きるよう男女共同参画の啓発及び推進を進めます。 

 

【施策の柱１ ワーク・ライフ・バランスの推進】 

主な取組 取組の概要 担当課 

育児休業制度活

用促進の啓発 

事業所への制度の周知や，「笠岡市子育て応援企業」の認定

による先進事例の周知に努め，気兼ねなく育児休業を取得

できる労働環境づくりに向けた意識啓発に努めます。 

【対象】事業者 

子育て支援課 

商工観光課 

育児休業給付の

活用促進 

育児休業の取得にあたって，経済的な不安なく休業を取得

できるよう，育児休業給付等の制度の周知徹底に努め，状

況に応じた柔軟な制度の活用を促します。 

【対象】市民，事業者 

子育て支援課 

商工観光課 

子育てしやすい

職場環境づくり

の啓発 

こどもをもつ親を職場全体で支えられるよう，理解・協力を

求めていきます。 

【対象】事業者 

子育て支援課 

商工観光課 

産休明けの職場

復帰しやすい環

境づくり 

安定的に乳児保育を実施できるよう，年度初めから保育士

を余剰に確保する私立の認定こども園等に対して支援しま

す。 

【対象】事業者 

こども育成課 

再就職に関する

情報提供 

事業所や関係機関と連携を図り，出産後の再就職を支援し

ます。 

【対象】再就職を希望する母親 

子育て支援課 

商工観光課 

 

【施策の柱２ 男女がともに担う子育ての推進】 

主な取組 取組の概要 担当課 

男女共同参画意

識の啓発 

家庭，地域，職場での性別による固定的な役割分担意識を

見直すための啓発，広報活動を推進します。 

【対象】市民，事業者 

人権推進課 

学校教育課 

男性の育児参画

の推進 

妊娠期から男性が育児へ積極的に参画できるよう，指導を

行います。産後パパ育休等の新たな制度についての周知を

徹底し，育児参画の意識づくりに取り組みます。 

【対象】市民，事業者 

子育て支援課 

商工観光課 
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基本目標９ 若者の自己実現を叶える環境づくり 

全国的な傾向と同様に笠岡市においても少子高齢化が進行し，18～40 歳未満の若者世代

においては転出超過の傾向となっています。若者が笠岡市で暮らし続けるためには，結婚

や出産，仕事など，若者が笠岡市で希望するライフプランを実現するための支援を行うこ

とが重要です。 

 

【施策の柱１ 若者の希望するライフプランを後押しするための支援】 

主な取組 取組の概要 担当課 

結婚支援の充実 

結婚を望む誰もが結婚に向けて希望が持てるよう結婚を望

む人に対して必要な情報提供を行うとともに，周辺市町と

連携するなどして必要な支援を行います。 

【対象】結婚を考えている若者 

企画政策課 

引きこもりや若

年無業者への支

援 

（再掲） 

様々な理由により引きこもりの状態にある人や若年無業者

及びその家族に対して，NPO 法人と連携した相談対応や居

場所づくりに取り組み，社会とのつながり構築を支援しま

す。 

【対象】課題を抱える者とその家族 

福祉総務課 

就職に向けた支

援 

県やハローワーク，福祉事務所や企業等様々な関係機関と

連携し，女性の再就職や若年無業者，生活困窮者の自立と

いった就業等の課題に対応します。また，希望するライフプ

ランの実現に向けた資格取得等の相談支援を行います。 

【対象】就業等の課題を抱える者 

商工観光課 

地域福祉課 

子育て支援課 

創業支援 

かさおか創業サロンにおいて，創業に関する相談や創業計

画書の作成支援，補助金申請等のアドバイス，創業後のアフ

ターフォローを通じて，創業から創業後のサポートまでを継

続的に支援します。 

また，市内において新たに事業を開始する人に対して，新規

創業に際して必要な経費の一部を補助します。 

【対象】笠岡市内において新たに事業を開始する者 

商工観光課 

ジェンダーギャ

ップの解消 

性別にかかわらず，こども・若者の可能性を広げ，自分の希

望に応じたキャリアを実現できるよう，職場・家庭・地域に

おける様々な慣習・慣行の見直しを進めるための広報・啓発

活動を推進します。 

【対象】市民 

人権推進課 

若者による拠点

施設の運営支援 

若者会議（ぼっけーまち会議）のプロジェクトの中から生ま

れた拠点施設の積極的な活用を図り，若者をはじめ，多世

代の地域住民が交流できる，みんなの居場所づくりを支援

します。 

【対象】若者 

まちづくり課 
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第６章 量の見込みと確保方策 
  

１ 教育・保育提供区域の設定 

（１）設定の根拠（子ども・子育て支援法第 61 条） 

子ども・子育て支援法では子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり，市町村は教育・

保育，地域子ども・子育て支援事業を提供する区域を設定した上で，当該区域ごとの「量

の見込み」と「確保方策」を定めることとされています。 

 

（２）設定の目標 

子ども・子育て支援法に基づく基本方針において示されている，「地理的条件」，「人口，

交通事情その他社会的条件」，「教育・保育を提供するための施設の整備状況」等をニーズ

調査結果等や認定こども園等の施設の実態から総合的に勘案し，本市の教育・保育，地域

子ども・子育て支援事業の提供基盤を向上かつ充実させて，必要なサービスを必要な時期

に適切に提供していくことを目的として区域の設定を行います。 

 

（３）設定による効果 

区域設定による基盤整備上の効果は主に次に掲げる事項となりますが，設定の前提とし

て，区域を越えた利用ができないなど，実際の施設・事業等の利用にあたっての制限が生

じることはありません。 

①区域を設定することにより，各区域内の需要と供給を考慮した施設・事業の認可・認

定の判断基準となります。 

②区域内で供給が不足している場合は，各施設・事業の認可者は原則認可等を行わなけ

ればいけないとされています。 

③区域内で供給が過多となっている場合は，認可等をしないことができます。いわゆる

需給調整を行うことが可能であるとされています。 

④保護者等の就労の有無などにかかわらず，教育・保育，地域子ども・子育て支援事業

を一体的に供給できる「認定こども園」へ幼稚園や保育所から移行する場合は，区域

内で供給過多になっていても，事業者の移行希望等を踏まえ，量の見込みに加えて都

道府県計画で定める数を設定する特例措置が設けられています。 

 

（４）本市の考え方 

①現在，認定こども園等は通園区域を設定していません。 

②地域子ども・子育て支援事業の法定 19 事業の多くは，認定こども園等などに付随する

事業という性質であるため，区域を分ける必要性がありません。 

③今回の提供区域の設定は，教育や保育等のサービスの利用を制限するものではありま

せん。 
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２ 教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進

に関する体制の確保の内容 

 

認定こども園は幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持つ施設です。利用者の就労状況に

かかわらず利用ができるため，保護者の就労状況等に変化があった場合も，継続して利用

ができるという利点があります。中でも幼保連携型認定こども園は，学校及び児童福祉施

設の双方の位置づけを有する“単一の施設”として制度が設計されています。 

本市では，公立施設については，「笠岡市就学前教育・保育施設再編整備計画」を策定し，

公立の就学前教育・保育施設の集約と認定こども園への移行を図る中で，令和６（2024）

年度までに公立施設を 18 園から７園に再編しました。 

また，私立施設についても，保育所１園・認定こども園８園となり，円滑な幼保一元化

を推進することができました。 

今後については，保護者ニーズの多様化，共働き世帯の増加・出生数の減少等に伴う社

会情勢の変化，国の動向等を注視し，保育及び幼児教育にふさわしい提供体制を整えてい

きます。 

 

 

３ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確

保の内容に関する事項 

 

本市における子育てのための施設等利用給付の実施にあたっては，幼児教育・保育の無

償化の主たる目的である，保護者の経済的負担の軽減や利便性を勘案し，支給方法につい

て公正かつ適正な支給の確保に取り組むこととしています。 

具体的には，新制度未移行幼稚園の保育料，預かり保育利用料及び認定こども園等の預

かり保育利用料については，各保育事業者の協力をいただき，無償化のメリットを実感い

ただけるよう法定代理受領による給付を基本とし，認可外保育施設等の利用料については

償還払いを基本としています。 

また，特定子ども・子育て支援施設等の確認や指導監督等については，岡山県に対し施

設等の所在，運営状況，監査状況等の情報提供，立入調査への同行，関係法令に基づく指

導等の協力を要請し，連携や情報共有を図りながら，適切な取組を進めていきます。 
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４ 教育・保育の量の見込み・提供体制の確保 

 

提

供

区

域 

年度 項目 
１号 

認定 

２号 

認定 

３号認定 

合計 ０歳 １歳 ２歳 

市
内
全
域 

令和５

（2023）

年度 

実績① 131 596 425 101 144 180 

確保の内容② 701 765 509 114 179 216 

差引②-① 131 229 84 13 35 36 

保育利用率   89    

令和７

（2025）

年度 

見込み① 116 530 378 91 146 141 

確保の内容② 262 695 438 103 154 181 

差引②-① 91 165 62 14 8 40 

保育利用率   87    

令和８

（2026）

年度 

見込み① 103 468 357 91 112 154 

確保の内容② 207 695 438 103 154 181 

差引②-① 104 227 83 14 42 27 

保育利用率   95    

令和９

（2027）

年度 

見込み① 98 447 319 90 109 120 

確保の内容② 207 695 438 103 154 181 

差引②-① 109 248 121 15 45 61 

保育利用率   107    

令和 10

（2028）

年度 

見込み① 92 417 312 90 105 117 

確保の内容② 207 695 438 103 154 181 

差引②-① 115 278 128 15 49 64 

保育利用率   111    

令和 11

（2029）

年度 

見込み① 85 388 304 89 103 112 

確保の内容② 207 695 438 103 154 181 

差引②-① 122 307 136 16 51 69 

保育利用率   116    

 

※量の見込み：年間の利用実人数 

※認定区分：１号認定 幼稚園，認定こども園（３～５歳） 

２号認定 保育所，認定こども園（３～５歳） 

３号認定 保育所，認定こども園（０～２歳） 

※実績：年間の実利用人数 

※確保：定員数 

※保育利用率：満３歳未満のこどもの数全体に占める認定こども園等の満３歳未満のこども

の利用定員の割合 
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【事業の概要】 

教育・保育に関する施設・事業としては，小学校就学前のこどもが日常的に通う施設「教

育・保育施設」と「地域型保育事業」に区分され，市内施設等は次のとおりです。（令和６

（2024）年４月１日現在） 

幼稚園：公立１園（定員 55 人） 

保育所：私立１園（定員 70 人） 

認定こども園：公立６園（１号定員 106 人，２･３号定員 284 人） 

私立８園（１号定員 101 人，２･３号定員 736 人） 

事業所内保育事業所：市内３か所（従業員・地域枠の定員 43 人） 

 

【今後の方針】 

令和５（2023）年度に就労による認定を行うための最低就労時間を 64 時間から 48 時間

に緩和して保護者の保育ニーズに応えてきましたが，今後も既存施設に一定程度の余裕が

みられ，待機児童は発生しない見込みです。引き続き，保育を希望するすべてのこどもを

預けられる体制の確保を図ります。 

 

 

５ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み・ 

提供体制の確保内容・実施時期 

 

①利用者支援事業 

【事業の概要】 

育児・保育に精通した専任職員を子育て支援課等の窓口に配置し，こども及びその保護

者等，または妊娠している方やその配偶者等に対し，妊娠期の心身の状況や周囲の環境の

把握に努めるとともに，教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の必要な子育て支援サ

ービスの情報提供や，必要に応じ相談・助言等を行い，適切なサービスの利用につなげま

す。 

【今後の方針】 

こども家庭センターを設置し，妊娠期からの切れ目のない支援に向けた機能強化を図り

ます。 

単位：か所 

 

直近の実績 

令和５年度 

（2023 年度）

令和７年度 

（2025 年度）

令和８年度 

（2026 年度）

令和９年度 

（2027 年度）

令和10年度 

（2028 年度）

令和11年度 

（2029 年度）

基本型 
量の見込み 1 1 1 1 1 1 

確保方策 1 1 1 1 1 1 

こども家

庭センタ

ー型 

量の見込み 1 1 1 1 1 1 

確保方策 1 1 1 1 1 1 

妊婦等包

括相談支

援事業型 

量の見込み 

（回） 
 420 402 384 372 357 

確
保
方
策 

こども家庭

センター 

（回） 

 420 402 384 372 357 

上記以外 

（回） 
 0 0 0 0 0 
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②時間外保育事業（延長保育事業） 

【事業の概要】 

保育認定を受けたこどもについて，通常の保育時間終了後，認定こども園等で保育を行

います。 

実施施設：市内私立保育所１か所，私立認定こども園８か所 

【今後の方針】 

現在，市内の認定こども園等で充足しており，今後も事業を継続しサービスを提供しま

す。 

単位：人 直近の実績 

令和５年度 

（2023 年度） 

令和７年度 

（2025 年度） 

令和８年度 

（2026 年度） 

令和９年度 

（2027 年度） 

令和 10年度 

（2028 年度） 

令和 11年度 

（2029 年度） 

量の見込み 297 347 338 334 338 339 

確保方策 297 347 338 334 338 339 

 

③実費徴収に係る補足給付を行う事業 

【事業の概要】 

笠岡市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受けたこどもが，子ども・子育て

支援新制度に移行していない幼稚園において，「食事の提供（副食の提供に限る。）」を受け

た場合に，その保護者に対し月額 4,500 円を上限に給付します。 

対象者：・年収 360 万円未満相当世帯のこども 

・小学校第 3 学年修了前の第 3 子以降のこども 

【今後の方針】 

支援が必要な家庭に対し，今後も継続して実施します。 

 

④多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

【事業の概要】 

保育所などへの民間事業者の参入促進に関する調査研究や多様な事業者の能力を活用し

た保育所等の設置・運営を促進する事業です。 

【今後の方針】 

本市では保育の需要量と供給量のバランスがとれており，さらにこれから少子化が進む

と考えられますので，民間事業者の参入の必要性は低いと考え，実施しないこととします。 
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⑤放課後児童健全育成事業 

【事業の概要】 

授業の終了後，昼間に保護者がいない家庭の小学生を対象に，小学校の空き教室などで

預かりを行います。 

実施施設： 11 小学校区 15 か所 

《笠岡》笠岡ゆうゆうクラブ，笠岡児童クラブ「きらきら」，まや児童クラブ 

《中央》中央あいあいクラブ，和光学童クラブ 

《大井》大井のびのびクラブ，若竹ひまわりクラブ 

《吉田》吉田どんぐりクラブ 

《新山》新山つくしんぼクラブ 

《北川》北川キララ 

《金浦》金浦にこにこクラブ 

《城見》城見なかよしクラブ 

《陶山》陶山わくわくクラブ 

《神内》神内すまいるクラブ 

《大島》大島学童クラブ 

 

【今後の方針】 

各小学校区での実施を継続することで充足が見込まれます。また，笠岡市立小・中学校

の学校規模適正化計画を踏まえて，不足が生じた場合は実施場所の確保を図ります。 

単位：人 直近の実績 

令和５年度 

（2023 年度） 

令和７年度 

（2025 年度） 

令和８年度 

（2026 年度） 

令和９年度 

（2027 年度） 

令和10年度 

（2028 年度） 

令和11年度 

（2029 年度） 

量の見込み 653 669 673 660 652 633 

 １年生 166 132 154 144 140 133 

 ２年生 144 164 127 151 142 138 

 ３年生 139 145 145 113 135 127 

 ４年生 85 105 117 119 93 111 

 ５年生 82 80 73 82 83 65 

 ６年生 37 43 57 51 59 59 

確保方策 755 755 755 755 755 755 

 

 

⑥子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

【事業の概要】 

保護者の疾病その他の理由により家庭において養育することが一時的に困難となった児

童について，児童養護施設等において一時的な養育を実施します。 

実施施設：児童養護施設「悲眼院」 

【今後の方針】 

現在，実施事業で充足しており，継続してサービスを提供します。引き続き，児童養護

施設で対応します。 

単位：人 直近の実績 
令和５年度 

（2023 年度） 

令和７年度 
（2025 年度） 

令和８年度 
（2026 年度） 

令和９年度 
（2027 年度） 

令和10年度 
（2028 年度） 

令和11年度 
（2029 年度） 

量の見込み 0 14 14 14 14 14 

確保方策 366 365 365 365 366 365 
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⑦乳児家庭全戸訪問事業 

【事業の概要】 

保健師が乳児のいるすべての家庭を訪問し，乳児及び保護者の心身の状況や養育環境の

把握を行うとともに，子育てについての相談，情報提供，助言等の援助を行います。 

【今後の方針】 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し，子育て支援に関する情報提供や養

育環境等の把握を行います。 

単位：人 直近の実績 

令和５年度 

（2023 年度） 

令和７年度 

（2025 年度） 
令和８年度 

（2026 年度） 
令和９年度 

（2027 年度） 
令和10年度 

（2028 年度） 
令和11年度 

（2029 年度） 

量の見込み 185 140 134 128 124 119 

確保方策 ― 保健師７名で実施 

 

⑧養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による 

要保護児童等に対する支援に資する事業 

【事業の概要】 

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）等により把握した養育に支援が必要

な家庭を保健師が訪問し，子育てについての相談，情報提供，助言等の援助を行います。 

【今後の方針】 

引き続き養育に支援が必要な家庭に対して，十分な訪問支援を実施します。 

単位：人 直近の実績 

令和５年度 

（2023 年度） 

令和７年度 

（2025 年度） 

令和８年度 

（2026 年度） 

令和９年度 

（2027 年度） 

令和10年度 

（2028 年度） 

令和11年度 

（2029 年度） 

量の見込み 123 99 95 90 88 84 

確保方策 － 保健師７名で実施 

 

⑨親子関係形成支援事業 

【事業の概要】 

こどもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者に対し，講義やグループ

ワーク等を通じて，こどもの心身の発達について学び，保護者同士が相互に悩みや不安を

相談・共有し合える場を設けることにより，健全な親子関係の形成に向けた支援を行いま

す。 

【今後の方針】 

現在の提供体制で充足しており，今後も継続しサービスを提供します。 

単位：人 直近の実績 
令和５年度 

（2023 年度） 

令和７年度 
（2025 年度） 

令和８年度 
（2026 年度） 

令和９年度 
（2027 年度） 

令和10年度 
（2028 年度） 

令和11年度 
（2029 年度） 

量の見込み - 8 8 8 8 8 

確保方策 - 8 8 8 8 8 
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⑩地域子育て支援拠点事業  

【事業の概要】 

乳幼児とその保護者が気軽に集まり相互の交流を行う場所を開設し，専任職員が子育て

についての相談，情報提供，助言等の援助を行います。 

実施施設：まや子育てサポートセンター（まやこども園内） 

笠岡中央子育て支援センター（和光みらい園内） 

わかたけ地域子育て支援センター（若竹こども園内） 

     子育て支援センターまんまる（つばくろ認定こども園内） 

子育てひろば「あおぞら」（認定 NPO 法人ハーモニーネット未来内） 

子育てひろば「おひさま」（大井児童館内） 

【今後の方針】 

現在市内６か所での事業で充足しており，今後も継続しサービスを提供します。 

 直近の実績 

令和５年度 

（2023 年度）

令和７年度 

（2025 年度）

令和８年度 

（2026 年度）

令和９年度 

（2027 年度）

令和10年度 

（2028 年度）

令和11年度 

（2029 年度）

施設数 

(単位:か所) 

量の見込み 6 6 6 6 6 6 

確保方策 6 6 6 6 6 6 

利用者数 

(単位:人) 

量の見込み 10,307 14,493 13,061 12,065 11,405 10,745 

確保方策 10,307 14,493 13,061 12,065 11,405 10,745 

 

⑪-1 一時預かり事業（一般型） 

【事業の概要】 

認定こども園の在籍園児以外の乳幼児を対象に，保護者の仕事などの都合や心理的・身

体的負担のため，家庭での保育が一時的に困難になった場合に認定こども園等で一時的に

預かります。 

実施施設：（１）和光みらい園 

（２）子育てひろば「あおぞら」（認定 NPO 法人ハーモニーネット未来内） 

【今後の方針】 

現在の提供体制で充足しており，今後も事業を継続しサービスを提供します。 

単位：人 直近の実績 

令和５年度 

（2023 年度）

令和７年度 

（2025 年度）

令和８年度 

（2026 年度）

令和９年度 

（2027 年度）

令和10年度 

（2028 年度）

令和11年度 

（2029 年度）

量の 

見込み 

見込み量(1) 615 525 453 392 354 321 

見込み量(2) 80 77 69 64 61 57 

確保 

方策 

確保方策(1) 615 525 453 392 354 321 

確保方策(2) 80 77 69 64 61 57 
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⑪-2 一時預かり事業（幼稚園型） 

【事業の概要】 

通常の教育時間終了後等に在籍園児等を対象に，家庭での保育が一時的に困難になった

場合に認定こども園等で一時的に預かります。 

【今後の方針】 

現在，市内の認定こども園等で充足しており，今後も事業を継続しサービスを提供しま

す。 

単位：人 直近の実績 

令和５年度 

（2023 年度） 

令和７年度 

（2025 年度） 
令和８年度 

（2026 年度） 
令和９年度 

（2027 年度） 
令和10年度 

（2028 年度） 
令和11年度 

（2029 年度） 

量の見込み 1,537 1,366 1,207 1,154 1,075 1,001 

確保方策 1,537 1,366 1,207 1,154 1,075 1,001 

 

⑫病児・病後児保育事業 

【事業の概要】 

こどもが病気の治療中や回復期にあり，集団保育や保護者による保育が困難な場合に，

適切に対応できる施設で保育を行います。 

実施施設：病児保育すこやかキッズルーム（笠岡第一病院内） 

【今後の方針】 

本市における需要に対して，現在の施設で十分な供給量が見込まれるため，引き続き事

業を継続します。 

単位：人 直近の実績 

令和５年度 

（2023 年度） 

令和７年度 

（2025 年度） 

令和８年度 

（2026 年度） 

令和９年度 

（2027 年度） 

令和10年度 

（2028 年度） 

令和11年度 

（2029 年度） 

量の見込み 338 308 277 256 242 228 

確保方策 984 972 968 972 984 984 
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⑬子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

【事業の概要】 

地域で子育てを応援してほしい人（依頼会員）と応援したい人（提供会員）が会員登録

し，提供会員の居宅等でこどもを預かったり，保育施設等までの送迎を行います。 

実施施設：笠岡市ファミリーサポートセンター 

【今後の方針】 

ファミリー・サポート・センター事業により対応しており，本市における供給量は現状

でも充足していると考えられることから，今後も継続してサービスを提供します。 

単位：人 直近の実績 

令和５年度 

（2023 年度） 

令和７年度 

（2025 年度） 

令和８年度 

（2026 年度） 

令和９年度 

（2027 年度） 

令和10年度 

（2028 年度） 

令和11年度 

（2029 年度） 

量の見込み 741 541 519 486 460 428 

確保方策 741 541 519 486 460 428 

 

⑭妊婦健康診査事業 

【事業の概要】 

赤ちゃんが順調に育っているか，母体に負担がかかっていないかなどを確認するため，

公費負担により医療機関において定期的な健診を行います。 

【今後の方針】 

妊娠初期から出産までの健診のうち 14 回分（多胎児の場合は 19 回分）について，公費

負担で実施しており，今後も継続します。 

 直近の実績 

令和５年度 

（2023 年度） 

令和７年度 

（2025 年度） 
令和８年度 

（2026 年度） 
令和９年度 

（2027 年度） 
令和10年度 

（2028 年度） 
令和11年度 

（2029 年度） 

量の見込み 
人数(人) 265 208 200 191 185 177 

回数（回） 1,940 1,540 1,474 1,408 1,364 1,309 

確保方策 
人数(人) 265 208 200 191 185 177 

回数（回） 1,940 1,960 1,876 1,792 1,736 1,666 

 

⑮乳児等通園支援事業 

【事業の概要】 

認定こども園等に通園していない０歳６か月～２歳の未就園児を対象に，月一定時間の

範囲で就労要件を問わず柔軟に認定こども園等を利用できる事業です。 

【今後の方針】 

本市は，令和６年度から本事業の実施に向けた試行的事業である誰でも通園制度を国の

モデル事業として公立私立含めた４施設で実施しています。 

現在の需要に対しては現体制で賄えていますが，社会動向を踏まえながら，すべての事

業利用希望者が利用できる体制の整備に努めます。 

単位：人日 令和７年度 

（2025 年度） 
令和８年度 

（2026 年度） 
令和９年度 

（2027 年度） 
令和10年度 

（2028 年度） 
令和11年度 

（2029 年度） 

量の見込み    － 1 1 1 1 

確保方策 － 1 1 1 1 
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⑯産後ケア事業 

【事業の概要】 

産後１年未満の母子に対して，産後も安心して子育てができるよう，心身のケアや育児

のサポート等を行います。 

【今後の方針】 

産後１年未満の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い，産後も安心して子

育てができる体制を整えます。本市においては需要に対して利用体制は充足しており，引

き続き体制の維持と事業内容の充実に努めます。 

単位：人 直近の実績 

令和５年度 

（2023 年度） 

令和７年度 

（2025 年度） 

令和８年度 

（2026 年度） 

令和９年度 

（2027 年度） 

令和 10年度 

（2028 年度） 

令和 11年度 

（2029 年度） 

量の見込み    56 58 56 53 52 49 

確保方策 56 58 56 53 52 49 
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６ 事業目標 

（１）地域・子ども子育て支援事業 

 

事業名 単位 

2023 年度 

（令和５年度） 

現状値 

2029 年度 
（令和 11 年度） 

目標値 

利用者支援事業 施設数 ２か所 ２か所 

 基本型 施設数 １か所 １か所 

 こども家庭センター型 施設数 １か所 １か所 

時間外保育事業（延長保育事業） 施設数 ９か所 ９か所 

実費徴収に係る補足給付事業 実施の有無 なし あり 

多様な主体参入促進事業 - なし なし 

放課後児童健全育成事業 施設数 15 か所 15 か所 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ事業） 
施設数 １か所 １か所 

乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 
状況把握率 100％ 100％ 

養育支援訪問事業 訪問実施率 100％ 100％ 

子育て世帯訪問支援事業 ※本市では現在，実施できる体制が整備されていない状

況のため，関係機関と連携して今後の対応について検

討します。 児童育成支援拠点事業 

親子関係形成支援事業 講座開設数 ５回 ５回 

地域子育て支援拠点事業 施設数 ６か所 ６か所 

一時預かり事業 施設数 15 か所 ８か所 

 うち一般型 施設数 ２か所 ２か所 

 うち幼稚園型 施設数 11 か所 ６か所 

病児・病後児保育事業 施設数 １か所 １か所 

子育て援助活動支援事業（ファミリ

ー・サポート・センター事業） 
施設数 １か所 １か所 

妊婦健康診査事業 公費負担 14 回分 14 回分 

妊婦等包括相談支援事業 面接実施率 
※令和７年 

４月１日施行 
100％ 

乳児等通園支援事業 施設数 
※令和７年 

４月１日施行 
４か所 

産後ケア事業 
必要者の 

利用率 

※令和７年 

４月１日施行 
100％ 

  



103 

（２）その他事業 

基本目標 項目 
2023 年度 

（令和５年度） 
現状値 

2029 年度 
（令和 11 年度） 

目標値 

総合指標 
笠岡市は安心してこどもを
産み育てられると感じてい
る市民の割合 

31.9％ 
（令和６年度） 

増やす 

基本目標１ 

幼児期の教育・保育
及びこどもの教育環
境の充実 

待機児童数 ０人 ０人 

保育所，認定こども園（保育
所部分），事業所内保育所（地
域枠）定員 

1,244 人 現状維持 

基本目標２ 

こども・若者の健や
かな成長への支援の
充実 

笠岡市子ども条例の認知度 6.5％ 増やす 

赤ちゃんの駅設置施設数 24 か所 増やす 

こども食堂など（か所数） ７か所 増やす 

基本目標３ 

生まれる前からの 
切れ目のない 
支援の充実 

乳幼児健康
診査受診率 

乳児 96.0％ 

95％以上維持 1 歳 6 か月児 99.4％ 

3 歳児 97.7％ 

予防接種率 

BCG 92.2％ 

95％以上維持 
麻疹・風疹 

１期：92.4％ 

２期：90.2％ 

むし歯 
有病率 

1 歳 6 か月児 0.6％ 減らす 

3 歳児 12.9％ 減らす 

基本目標４ 

支援サービス及び 
情報提供の充実 

休日保育事業実施か所数 １施設 現状維持 

子育て支援コンシェルジュ 
ほっと★はぐ利用者数 

2,073 人 増やす 

基本目標５ 

支援を必要とする 
家庭への支援 

障がい児保育事業の実施 
施設状況 

全園で受け入れ 
可能 

全園で受け入れ 
可能 

児童発達支援の推進 
（実施施設数） 

７施設 現状維持 

母子・父子自立支援 
プログラム策定数 

０件 増やす 

基本目標６ 

親の子育て力の向上 
子育てに係る講座の開催数 13 回 増やす 

基本目標７ 

子育てを支援する 
地域社会づくりの 
推進 

地域子育て支援事業利用者数 11,359 人 増やす 

基本目標８ 

仕事と家庭の 
両立支援の推進 

育児休業取得率 
母親 46.1％ 

増やす 
父親 7.1％ 

基本目標９ 

若者の自己実現を 
叶える環境づくり 

「自分の将来について明る
い希望がある」と思うこど
も・若者の割合 

80.5％ 増やす 
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第７章 計画の推進 
  

１ 計画の推進体制 

（１）計画の推進体制 

子育てを社会全体で支援していくためには，市民，教育・保育施設関係者，学校関係

者，事業所，行政及びその他子育ての関係団体・関係機関等を含め，地域社会全体で連

携することが求められます。本計画の推進にあたっては，認定こども園等をはじめ，地

域型保育事業，地域子ども・子育て支援事業を行う事業者及びその他関係団体・関係機

関等との連携や情報の共有化を図ります。 

また，家庭・地域・学校園等・事業所・行政等それぞれが，子育てやこどもの健全育

成に対する責任や自ら果たすべき役割を認識し，互いに協力しながら，そして協働して，

子育て支援に関わる各種施策を計画的・総合的に推進します。 

 

（２）国・県との連携・働きかけ 

本計画の取組には，市の単独事業に加えて，子ども・子育て関連３法等の法律や制度

に基づく事業もあるため，国，県及び周辺の市町との連携を強化し，必要に応じて協力

して計画を推進します。 

また，こども・子育て支援や次世代育成支援の充実にかかせない社会全体で取り組む

べき課題としては，働き方の見直しや仕事と生活が調和する社会（ワーク・ライフ・バ

ランス）の実現があります。したがって，仕事と子育ての両立がしやすい環境づくりに

向けた取組については，社会全体で推進する必要性を発信し，国や岡山県に対して働き

かけるよう努めます。 

 

 

２ 計画の進捗状況の管理・評価 

本計画の目標を達成するためには，市民や様々な主体の協力が必要であり，計画の内

容を広く市民に知ってもらう必要があります。したがって，本計画の内容は，ホームペ

ージや市広報紙で周知するとともに，進捗状況についても毎年公表することとします。 

本計画に基づく施策の実施状況や施策に係る費用の使途実績等について，笠岡市子ど

も・子育て推進会議において，毎年度点検・評価を行います。事業計画策定後には，PDCA

サイクル（計画・実行・評価・改善）に基づき，計画の推進に努め，事業の進捗状況の

管理・評価にあたっては，利用者の視点に立って点検・評価し，施策の改善につなげま

す。計画における量の見込みや確保方策等に変更の必要が生じた場合は，中途で内容を

見直します。 
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資料編 

１ 用語解説 

 

用語 解説 

ウェルビーイング 

well（よい）と being（状態）からなる言葉で，個人

の権利や自己実現が保障され，身体的，精神的，社会

的に良好な状態にあることを意味する概念。 

核家族 
夫婦のみの世帯または，夫婦もしくはひとり親とこ

どもから成る世帯のこと。 

合計特殊出生率 
15～49 歳の女性の年齢別出生率を合計したもので，１

人の女性が生涯に何人のこどもを産むかを表す数値。 

子育て支援コンシェルジュ 

児童，保護者，妊婦の方の相談を伺い，教育・保育施

設や地域の子育て支援事業など，その方にとって最

適なサービスを紹介する。  

こども家庭センター 

母子保健機能（旧子育て世代包括支援センター）及び

児童福祉機能（旧市区町村子ども家庭総合支援拠点）

双方の機能の一体的な運営を行い，妊娠期から子育て

期まで切れ目のない包括的な支援を目的とする施設。 

こどもまんなか社会 

こどもや若者の視点に立ち，こどもにとって最善の

利益を第一に考え，当事者の意見を政策に反映する

社会ビジョンのこと。 

産後うつ 

出産直後の数週間，ときに数か月までの時期にみら

れる強い悲嘆とそれに関連する心理的障がいが起き

ていることをいう。 

スクールカウンセラー 
学校でこどもや保護者，教職員へのカウンセリング

や指導・助言を行う臨床心理士等のこと。 

スクールソーシャルワーカー 

児童・生徒が学校や日常生活で直面する苦しみや悩

みについて，児童・生徒の社会環境である家族，友

人，学校，地域に働きかけ，福祉的なアプローチによ

って解決を支援する専門職のこと。 

待機児童 

認可保育所等に入園申込みをしたが，入所できてい

ない児童を「入所待ち児童」と言い，その人数から，

国の定義に基づき，私的な理由で特定の保育所等の

みを希望している方等を除いた児童のこと。 

パブリック・コメント 

政策に関わる情報を中心に市の持っている様々な情

報を市民と共有し，さらに市民からの意見を聴収す

る制度としている。また，「笠岡市パブリック・コメ

ント手続規則」を平成 20（2008）年 10 月１日から施

行している。 

プレコンセプションケア 
若い男女が将来のライフプランを考えながら，日々

の生活や健康と向き合うこと。 
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用語 解説 

PDCA サイクル 

Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action

（改善）の頭文字を取ったもので，行政政策や企業の

事業活動にあたって，計画から見直しまでを一貫し

て行い，さらにそれを次の計画や事業に生かそうと

いう考え方。 

ヤングケアラー 
家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っ

ていると認められるこども・若者。 

ライフスタイル 
生活の習慣や人生観・価値観などを含めた個人の生

き方のこと。 

ライフステージ 
人間の一生を幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年

期などに分けた，それぞれの段階のこと。 

ワーク・ライフ・バランス 

一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き，仕

事上の責任を果たすとともに，家庭生活や地域活動等

においても，子育て期，中高年期といった人生の各段

階に応じて多様な生き方が選択・実現できること。 
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２ 笠岡市子ども・子育て推進会議委員名簿 

敬称略 

所 属 団 体 等 氏 名 備 考 

公募 藤本 進司 ～R7.12.25 

公募 松尾 大輝 R7.12.26～ 

笠岡市手をつなぐ親の会 野村 泉   

笠岡市ＰＴＡ連合会 後谷 祥子   

笠岡市公立こども園長会 永原 悦子   

笠岡市民間保育所協議会 清水 明   

笠岡市校園長会（小学校長会） 守分 久人   

笠岡市校園長会（中学校長会） 高木 浩志   

社会福祉法人 笠岡市社会福祉事業会 小村 利江   

笠岡市学童保育連絡協議会 佐藤 和子   

一般社団法人飛島学園 堂野 博之   

笠岡市内高等学校５校 校長会 吉田 義則   

公立大学法人 岡山県立大学 近藤 理恵   

笠岡医師会  宮島 裕子   

岡山県倉敷児童相談所 薬師寺 真   

笠岡市民生委員児童委員協議会 秋田 悦子   

笠岡市愛育委員協議会 淺野 ツヤ子   

認定ＮＰＯ法人 ハーモニーネット未来 谷 陽子   

笠岡市教育委員会 東山 琴子   

ＮＰＯ法人 エブリィハート 泉谷 玲子   

笠岡商工会議所 重見 和彦   
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